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４．調査結果の概要 

検出状況・検出下限値一覧を表 2に示す。なお、検出状況の概要は以下のとおりである。 

 

水質については、11調査対象物質（群）中、次の 5物質（群）が検出された。 

･[9] 2,4-ジニトロフェノール：28地点中 28地点 

･[13] トリメチルベンゼン類 

･[13-1] 1,2,4-トリメチルベンゼン：30地点中 1地点 

･[15] ヒドロキノン：23地点中 23地点 

･[16] 2-ブテナール：20地点中 23地点 

･[17] 2-メチル-N-[4-ニトロ-3-(トリフルオロメチル)フェニル]プロパンアミド （別名：フルタミド）：

27地点中 1地点 

 

底質については、1調査対象物質群中、次の 1物質群が検出された。 

･[6] ジイソプロピルナフタレン類：28地点中 23地点 

 

生物については、3調査対象物質（群）中、次の 3物質（群）が検出された。 

･[4] クロロベンゼン：13地点・生物種中 3地点・生物種 

･[6] ジイソプロピルナフタレン類：14地点・生物種中 13地点・生物種 

･[9] 2,4-ジニトロフェノール：13地点・生物種中 2地点・生物種 

 

大気については、5調査対象物質（群）中、次の 4物質（群）が検出された。 

･[2] クメン （別名：イソプロピルベンゼン）：21地点中 20地点 

･[3] クレゾール類 

･[3-1] o-クレゾール：17地点中 20地点 

･[3-2] m-クレゾール：18地点中 20地点 

･[3-3] p-クレゾール：19地点中 20地点 

･[6] ジイソプロピルナフタレン類：20地点中 20地点 

･[12] 1,2,3-トリクロロプロパン：20地点中 20地点 
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表 2 平成 21年度詳細環境調査検出状況・検出下限値一覧表 
水質(ng/L) 底質(ng/g-dry) 生物(ng/g-wet) 大気(ng/m3) 物質 

調査 
番号 

調査対象物質 範囲 
検出頻度

検出
下限値

範囲 
検出頻度

検出
下限値

範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

範囲 
検出頻度

検出
下限値

[1] オクタクロロスチレン nd 
0/24 0.046       

[2] クメン （別名：イソプロピルベンゼ

ン） 
      nd～990

20/21 2.9 

[3] クレゾール類         

[3-1] o-クレゾール       nd～74
17/20 12 

[3-2] m-クレゾール       nd～44
18/20 6.8 

[3-3] p-クレゾール       nd～67
19/20 6.8 

[4] クロロベンゼン     nd～0.10 
3/13 0.045   

[5] 2,4-ジアミノトルエン （別名：2,4-
トルエンジアミン） 

nd 
0/24 6.2       

[6] ジイソプロピルナフタレン類   nd～230
23/28 0.64 nd～11 

13/14 0.46 nd～22
20/20 0.66

[7] N,N-ジシクロヘキシルアミン       nd 
0/20 9 

[8] N,N-ジシクロヘキシル-1,3-ベンゾチ
アゾール-2-スルフェンアミド 

nd 
0/23 1.1       

[9] 2,4-ジニトロフェノール 1.0～230
28/28 1.0   nd～0.15 

2/13 0.11   

[10] 5α-ジヒドロテストステロン nd 
0/27 0.092       

[11] 
2,3-ジヒドロ-6-プロピル-2-チオキソ
-4(1H)-ピリミジノン （別名：プロ
ピルチオウラシル） 

nd 
0/28 4.6       

[12] 1,2,3-トリクロロプロパン       1.5～150
20/20 0.076

[13] トリメチルベンゼン類         

[13-1] 1,2,4-トリメチルベンゼン nd～32
1/30 31       

[13-2] 1,3,5-トリメチルベンゼン nd 
0/30 44       

[14] ビス(1-メチル-1-フェニルエチル)=ペ
ルオキシド 

nd 
0/22 7       

[15] ヒドロキノン 3.5～75
23/23 1.5       

[16] 2-ブテナール nd～250
20/23 12       

[17] 
2-メチル-N-[4-ニトロ-3-(トリフルオ
ロメチル)フェニル]プロパンアミド
（別名：フルタミド） 

nd～0.56
1/27 0.094       

（注１）検出頻度は地点ベースで示した。すなわち、検出地点数/調査地点数（測定値が得られなかった地点数及び検出下限値を統一
したことで集計の対象から除外された地点数は含まない。）を示す。１地点につき複数の検体を測定した場合において、１

検体でも検出されたとき、その地点は「検出地点」となる。 
（注２）範囲は検体ベースで示した。そのため、全地点において検出されても範囲がnd～となることがある。 
（注３） は調査対象外の媒体であることを意味する。 



－ 91 － 
 

物質別の調査結果は、次のとおりである。参考文献のうち、全物質共通のものは i)、ii)、iii)等で示してい

る（調査結果の最後にまとめて記載）。その他の参考文献は、1)、2)、3)等で示している（各物質ごとに記載）。 

 

[1] オクタクロロスチレン（CAS登録番号：29082-74-4） 
【平成 21年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

環境リスク初期評価 

生態リスク初期評価を行ったところ、ばく露情報が不十分でリスクの判定が行えなかったが、本物質は

優先的に評価を行うべきであると指摘されているため。 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について本調査としては平成 21年度が初めての調査であり、24地点を調査し、検出下限値 0.046ng/L

において 24地点全てで不検出であった。 

○オクタクロロスチレンの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

H21 0/72 0/24 nd 0.046 

 

【参考：オクタクロロスチレン】 
 
・用 途 ： 本物質は非意図的生成物のため、用途の情報はない。本物質は塩素を使用した高温の工業プロ

セスにおいて副生成物として生じ、例えば塩素ガスやマグネシウム製造の際の電解工程、アル

ミニウム塩の精錬工程、ニオブ及びタンタルの塩素化及び蒸留工程が挙げられており、主な排

出源はこれら工程の排水とされている。この他の排出源として、塩素化タールが廃棄された埋

め立て処分場から地下水への浸出、廃棄物焼却による飛灰の大気への放出が挙げられている。 1)

・生産量・輸入量 ： 本物質は商業的な生産はないとされている。1) 
・PRTR集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 4.0%、底質 11.0%、大気 0.6%、土壌 84.4% ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=3,710mg/kg：ラット（経口） vi) 
・反復投与毒性等 ： 不詳 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： PNEC=0.0000091mg/L（根拠：21d-NOEC（オオミジンコ繁殖阻害）=0.00091mg/L、アセスメン

ト係数 100） 1) 
21d-NOEC=0.00091mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 1) 
48h-EC50=0.0058mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）急性遊泳阻害 1) 
72h-NOEC=2.6mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 iv) 
96h-LC50=3.5mg/L超：メダカ（Oryzias latipes） iv) 
 

（注 1） 分解性は、分解度試験によって得られた結果。分解度試験とは「新規化学物質等に係る試験の方

法について（昭和 49年 7月 13日環保業第 5号、薬発第 615号、49基局第 392号）」若しくは「新
規化学物質等に係る試験の方法について（平成 15年 11月 21日薬食発第 1121002号、平成 15・11・
13製局第 2号、環保企発第 031121002号）」又はそれらの改正を原則として実施されたものをい
い、「標準法」、「逆転法」、「Closed Bottle法」及び「修正 SCAS法」とはそれぞれOECDテス
トガイドラインの 301C、302C、301D及び 302Aに準拠して実施されたものをいう。以下同じ。 

（注 2） 媒体別分配予測は、U.S. EPA, Estimation Programs Interface (EPI) Suite v4.0における Level III Fugacity 
Model では、水質、大気及び土壌への排出速度をそれぞれ 1,000kg/hr・km と仮定した場合におけ
る媒体別分配を予測している。以下同じ。 
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参考文献 

1) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価第 6巻(2008) 
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[2] クメン （別名：イソプロピルベンゼン）（CAS登録番号：98-82-8） 
【平成 21年度調査媒体：大気】 

 
・要望理由 

環境リスク初期評価 

健康リスク初期評価を行ったところ、ばく露情報が不十分でリスクの判定が行えなかったが、本物質は

優先的に評価を行うべきであると指摘されているため。 

大気環境 

有害大気汚染物質であり、かつ、近年の大気媒体での調査実績もないことから、環境残留実態の調査を

優先的に行い、大気における実態を把握することが必要とされたため。 

 

・調査内容及び結果 

＜大気＞ 

大気について本調査としては平成 21年度が初めての調査であり、21地点を調査し、検出下限値 2.9ng/m3

において 21地点中 20地点で検出され、検出濃度は 990ng/m3までの範囲であった。 

○クメン （別名：イソプロピルベンゼン）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

大気 
（ng/m3） 

H21 60/63 20/21 nd～990 2.9 

（注）不検出の 3検体は、いずれも東京都小笠原父島で採取された検体である。 

 

【参考：クメン （別名：イソプロピルベンゼン）】 
 
・用 途 ： 有機合成（石炭酸・アセトンの製造）、航空ガソリンに混用、過酸化物、酸化促進剤などの原

料 v) 、自動車の排気ガス中 VOCに含有 1) 
・生産量・輸入量 ： 平成 15年（2003年）：輸出 9,672t v) 

平成 16年（2004年）：輸出 146,064t v) 
平成 17年（2005年）：輸出 241,323t v) 
平成 18年（2006年）：輸出 226,732t v) 
平成 19年（2007年）：輸出 263,237t v) 

平成 20年（2008年）：輸出 183,123t v) 
「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」によると平成 19年度（2007年度）における「分
枝アルキルベンゼン（C=3～36）」としての製造量及び輸入量は 100,000～1,000,000t未満とさ
れている。 2) 

・PRTR集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 良分解性（試験方法：標準法（試験期間 2週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）、分解

度：40.0%及び 26.1%（いずれも BOD）） 3) 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 34.6%、底質 0.9%、大気 14.7%、土壌 49.8% ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=1,400mg/kg：ラット（経口） 4) 

LD50=12,750mg/kg：マウス（経口） 4) 
LC50=9,826mg/m3：マウス（吸入 7時間） 5) 
LC50=10,000mg/m3：マウス（吸入 7時間） 4) 
LC50=39,000mg/m3：ラット（吸入 4時間） 4) 
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・反復投与毒性等 ： 「無毒性量等（経口）」=11mg/kg/日（根拠：NOAEL=110mg/kg/日、試験期間が短いことから

10で除した。）NOAEL=110mg/kg/日：194日間（5日/週）強制経口投与したWistarラット（雌）
において、330mg/kg/日で認められた腎臓重量の低下は、110mg/kg/日で認められなかった。4) 
「無毒性量等（吸入）」=8.8mg/m3（根拠：NOAEL=88mg/m3、試験期間が短いことから 10で除
した。）NOAEL=88mg/m3：13週間（6時間/日、5日/週）吸入暴露した Fischer344 ラットにお
いて、436mg/kg/日で認められた雌雄での曝露時の自発運動の抑制や眼周囲の腫脹、神経機能検
査における自発運動量の有意な減少、肝臓重量の有意な増加並びに雄にでの肝臓組織の病変が

88mg/kg/日でそれぞれ見られなかった。 4) 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： PNEC=0.014mg/L（根拠：24h-IC50（オオミジンコ急性遊泳阻害）=1.4mg/L、アセスメント係数

100）4) 
24h-IC50=1.4mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）急性遊泳阻害 4) 
72h-EC50=2.6mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）成長阻害 4) 
96h-LC50=2.7mg/L：ニジマス（Oncorhynchus mykiss） 4) 

・規 制 ：  
 ［化管法］  法第 2条第 2項、施行令（平成 20年 11月 21日改正後）第 1条別表第 1、第一種指定化学物質

（83 クメン） 

 
参考文献 

1) European Commission European Chemicals Bureau, Cumene Risk Assessment, European Union Risk 
Assessment Report, Volime:6(2001) 

2) 経済産業省、「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」（平成 19年度実績調査の確報値）
（平成 22年 1月 28日）(2010年) 

3) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省広報（昭和 52年
11月 30日）(1977) 

4) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価第 6巻(2008) 
5) 

 
U.S. National Library of Medicine, Hazardous Substances Databank (HSDB) 
(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB) 
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[3] クレゾール類 
[3-1] o-クレゾール（CAS登録番号：95-48-7） 
[3-2] m-クレゾール（CAS登録番号：108-39-4） 
[3-3] p-クレゾール（CAS登録番号：106-44-5） 

【平成 21年度調査媒体：大気】 
 

・要望理由 

環境リスク初期評価 

健康リスク初期評価を行ったところ、ばく露情報が不十分でリスクの判定が行えなかったが、本物質は

優先的に評価を行うべきであると指摘されているため。 

 

・調査内容及び結果 

・[3-1] o-クレゾール 

＜大気＞ 

大気について本調査としては平成 21年度が初めての調査であり、21地点を調査し、検出下限値 12ng/m3

において欠測扱いとなった 1 地点を除く 20 地点中 17 地点で検出され、検出濃度は 74ng/m3までの範囲で

あった。 

○o-クレゾールの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

大気 
（ng/m3） 

H21 39/60 17/20 nd～74 12 

 
・[3-2] m-クレゾール 

＜大気＞ 

大気について本調査としては平成 21年度が初めての調査であり、21地点を調査し、検出下限値 6.8ng/m3

において欠測扱いとなった 1 地点を除く 20 地点中 18 地点で検出され、検出濃度は 44ng/m3までの範囲で

あった。 

○m-クレゾールの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

大気 
（ng/m3） 

H21 42/60 18/20 nd～44 6.8 

 
・[3-3] p-クレゾール 

＜大気＞ 

大気について本調査としては平成 21年度が初めての調査であり、21地点を調査し、検出下限値 6.8ng/m3

において欠測扱いとなった 1 地点を除く 20 地点中 19 地点で検出され、検出濃度は 67ng/m3までの範囲で

あった。 

○p-クレゾールの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

大気 
（ng/m3） 

H21 46/60 19/20 nd～67 6.8 
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【参考：クレゾール類】 
 
・用 途 ： o-クレゾール ： 

消毒剤、合成樹脂、ワニス、TCP（可塑剤）、選鉱剤、ホルマール電線溶剤、エポキシ樹脂、クマ
リン、潤滑油精製用 v) 

m-クレゾール ： 
消毒剤、合成樹脂、ワニス、TCP（可塑剤）、選鉱剤、ホルマール電線溶剤、クレゾチン酸染料、
可塑剤原料 v) 

p-クレゾール ： 
消毒剤、合成樹脂、ワニス、TCP（可塑剤）、選鉱剤、ホルマール電線溶剤、合成樹脂、消毒剤、
薬品原料 v) 

・生産量・輸入量 ： 平成 15年（2003年）：輸出 27,885t、輸入 1,936t（但し、クレゾール及びその塩） v) 
平成 16年（2004年）：輸出 31,573t、輸入 2,883t（但し、クレゾール及びその塩） v) 
平成 17年（2005年）：輸出 28,658t、輸入 4,048t（但し、クレゾール及びその塩） v) 
平成 18年（2006年）：輸出 22,440t、輸入 4,961t（但し、クレゾール及びその塩） v) 
平成 19年（2007年）：輸出 25,230t、輸入 6,065t（但し、クレゾール及びその塩） v) 
平成 20年（2008年）：輸出 24,493t、輸入 6,513t（但し、クレゾール及びその塩） v)  
「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」によると平成 19年度（2007年度）年度におけ
る「ポリ（1～3）アルキル（C=1～3）ポリ（1～3）ヒドロキシポリ（1～5）フェニル」として
の製造量及び輸入量は 10～100t未満とされている。 1) 

・PRTR集計排出量 ： PRTR集計結果（kg/年）iv) 
届出排出量集計値 

年度
大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 

届出外排出量 
推計値 排出量合計

2001 147,208 19,458 0 0 166,666 1,699 168,365
2002 128,362 23,119 0 0 151,481 23,798 175,279
2003 102,801 24,771 3 0 127,575 21,445 149,020
2004 85,285 23,983 0 0 109,268 24,986 134,254
2005 71,575 23,157 0 0 94,732 17,116 111,848
2006 60,959 27,111 0 0 88,070 12,521 100,591
2007 62,722 24,214 0 0 86,936 12,094 99,030
2008 35,342 25,112 0 0 60,455 11,236 71,691
（注）排出量はクレゾール類の総量 

・分 解 性 ： 良分解性（試験方法：標準法（試験期間 2週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L、被験物
質は o-、m-、p-体の混合物）、分解度：49.7%（BOD）、69.3%（TOC）及び 70.9%（GC、p-
クレゾールは 100%が分解、m-クレゾールは約 55%が分解、o-クレゾールは被試験物質に 0.1%
しか含まれておらず分解度は不明）） 2) 

・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： o-クレゾール ：水質 25.6%、底質 0.3%、大気 0.6%、土壌 73.5% ix) 

m-クレゾール ：水質 25.7%、底質 0.3%、大気 0.4%、土壌 73.6% ix) 
p-クレゾール ：水質 25.6%、底質 0.3%、大気 0.5%、土壌 73.5% ix) 

・急 性 毒 性 等 ： o-クレゾール ： 
LD50=121mg/kg：ラット（経口） 3) 
LD50=344mg/kg：マウス（経口） 3) 
LD50=940mg/kg：ウサギ（経口） 3) 
LC50=29mg/m3：ラット（吸入） 3) 
LC50=179mg/m3：マウス（吸入 2時間)  3) 
LC50=1,220mg/m3超：ラット（吸入 1時間） 3) 
m-クレゾール ： 
LD50=242mg/kg：ラット（経口） 3) 
LD50=600mg/kg：マウス（経口） 3) 
LD50=1,400mg/kg：ウサギ（経口） 3) 
LC50=58mg/m3：ラット（吸入） 3) 
LC50=710mg/m3超：ラット（吸入 1時間）3) 
p-クレゾール ： 
LD50=160mg/kg：マウス（経口） 3) 
LD50=207mg/kg：ラット（経口） 3) 
LD50=620mg/kg：ウサギ（経口） 3) 
LC50=29mg/m3：ラット（吸入） 3) 
LC50=710mg/m3超：ラット（吸入 1時間） 3) 
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・反復投与毒性等 ： o-クレゾール ： 

「無毒性量等（経口）」=2.1mg/kg/日（根拠：NOAEL=21mg/kg/日、試験期間が短いことから 10
で除した。）NOAEL=21mg/kg/日：10週間（5日/週）強制経口投与した後に、投与頻度を変更（7
日/週）して 3週間の交尾期間、更に雌には妊娠、授乳期間を通して投与し、F1 には生後 28日～
40 日後から F0 と同様に投与した二世代試験の結果、Sprague-Dawley ラット（雌雄）において、
123mg/kg/日で認められた F1の雌での自発運動の低下、運動失調、口周囲の湿潤並びに F1の雄で
の口周囲の湿潤が 21mg/kg/日で認められなかった。 3) 
m-クレゾール ： 
「無毒性量等（経口）」=2.1mg/kg/日（根拠：NOAEL=21mg/kg/日、試験期間が短いことから 10
で除した。）NOAEL=21mg/kg/日：10週間（5日/週）強制経口投与した後に、投与頻度を変更（7
日/週）して 3週間の交尾期間、更に雌には妊娠、授乳期間を通して投与し、F1 には生後 28日～
40 日後から F0 と同様に投与した二世代試験の結果、Sprague-Dawley ラット（雌雄）において、
123mg/kg/日で認められた F1の雌での口周囲の湿潤が 21mg/kg/日では認められなかった。3) 
無影響量（反復経口投与試験）=100 mg/kg/日：28日間反復強制経口投与した Sprague-Dawley系ラ
ット(Crj:CD(SD)IGS)において、300mg/kg/日で認められていた雌の肝臓における相対重量の有意な
高値が 100mg/kg/日で認められなかった。 4) 
p-クレゾール ： 
「無毒性量等（経口）」=2.1mg/kg/日（根拠：NOAEL=21mg/kg/日、試験期間が短いことから 10
で除した。）NOAEL=21mg/kg/日：10週間（5日/週）強制経口投与した後に、投与頻度を変更（7
日/週）して 3週間の交尾期間、更に雌には妊娠、授乳期間を通して投与し、F1 には生後 28日～
40 日後から F0 と同様に投与した二世代試験の結果、Sprague-Dawley ラット（雌雄）において、
123mg/kg/日で認められた F0の雌での体重増加の抑制、口周囲の湿潤及び F1の雌雄においての口
周囲の湿潤並びに雌での尿による被毛の汚れは 21mg/kg/日では認められなかった。3) 

・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： o-クレゾール ： 

PNEC=0.0084mg/L（根拠：96h-LC50（ニジマス）=8.4mg/L、アセスメント係数 1,000） 3) 
96h-LC50=8.4mg/L：ニジマス（Oncorhynchus mykiss） 3) 
48h-NOEC=94mg/L超：ミジンコ属の一種（Daphnia pulicaria）繁殖阻害 3) 
60h-IGC50=203.39mg/L：テトラヒメナ属の一種（Tetrahymena pyriformis）成長阻害 3) 
m-クレゾール ： 
PNEC=0.0089mg/L（根拠：96h-LC50（ニジマス）=8.9mg/L、アセスメント係数 1,000） 3) 
96h-LC50=8.9mg/L：ニジマス（Oncorhynchus mykiss） 3) 
48h-LC50=99.5mg/L超：ミジンコ属の一種（Daphnia pulicaria） 3) 
p-クレゾール ： 
PNEC=0.0052mg/L（根拠：21d-NOEC（オオミジンコ繁殖阻害）=0.52mg/L、アセスメント係数 100）3)

21d-NOEC=0.52mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 3) 
4d-NOEC=2.9mg/L：メダカ（Oryzias latipes）生残 iv) 
48h-EC50=7.0mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）急性遊泳阻害 3)

 

96h-LC50=7.466mg/L：ニジマス（Oncorhynchus mykiss） 3) 
72h-NOEC=9.5mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 3) 
48h-EC50=21mg/L：緑藻類（Scenedesmus subspicatus）生長阻害 3) 
48h-IGC50=157mg/L：テトラヒメナ属の一種（Tetrahymena pyriformis）成長阻害 3) 

・規 制 ：  
 ［化管法］  法第 2条第 2項、施行令（平成 20年 11月 21日改正前）第 1条別表第 1、第一種指定化学物質

（67 クレゾール） 
法第 2条第 2項、施行令（平成 20年 11月 21日改正後）第 1条別表第 1、第一種指定化学物質
（86 クレゾール） 

 
参考文献 

1) 経済産業省、「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」（平成 19年度実績調査の確報値）
（平成 22年 1月 28日）(2010年) 

2) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省広報（昭和 51年
5月 28日）(1976) 

3) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価第 5巻(2006) 
4) 国立医薬品食品衛生研究所総合評価研究室、既存化学物質毒性データベース 
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[4] クロロベンゼン（CAS登録番号：108-90-7） 
【平成 21年度調査媒体：生物】 

 

・要望理由 

化審法 

第三種監視化学物質であり、第二種特定化学物質への指定を検討する必要があるため。 

 

・調査内容及び結果 

＜生物＞ 

生物について 13地点・生物種を調査し、検出下限値 0.045ng/g-wetにおいて 13地点中 3地点で検出され、

検出濃度は 0.10ng/g-wetの範囲であった。昭和 51年度には 1地点・生物種を調査し、検出下限値 1,000ng/g-wet

において不検出であった。 

○クロロベンゼンの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

S51 0/2 0/1 nd 1,000 生物 
（ng/g-wet） H21 5/39 3/13 nd～0.10 0.045 

 

【参考：クロロベンゼン】 
 
・用 途 ： 染料中間物（ピコリン酸，アニリン，フェノール，ジニトロクロロベンゼンなど）、エチルセ

ルロース、松脂、ペイント、ワニス、ラッカーなどの溶剤、混合溶剤用、医薬品、香料 v) 
・生産量・輸入量 ： 平成 18（2006）年度：製造・輸入 8,246t（化審法監視化学物質届出結果公表値） 1) 

平成 19（2007）年度：製造・輸入 7,915t（化審法監視化学物質届出結果公表値） 1) 
平成 20（2008）年度：製造・輸入 6,697t（化審法監視化学物質届出結果公表値） 1) 
平成 20年（2008年）：製造 10,000t（生産能力）v) 

・PRTR集計排出量 ： PRTR集計結果（kg/年）iv) 
届出排出量集計値 

年度
大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 

届出外排出量 
推計値 排出量合計

2001 419,538 26,191 0 7,900 453,629 97,727 551,356
2002 289,973 28,541 0 0 318,514 52,019 370,533
2003 269,060 22,428 0 0 291,488 66,602 358,090
2004 178,376 54,030 0 0 232,406 133,761 366,167
2005 201,270 68,014 0 0 269,284 64,121 333,405
2006 165,738 73,565 0 0 239,302 32,325 271,627
2007 268,042 3,580 0 0 271,622 33,729 305,351
2008 259,608 3,662 0 0 263,269 75,283 338,552

・分 解 性 ： 難分解性（試験方法：逆転法（揮発性物質改良型培養瓶、試験期間 4週間、被験物質 30mg/L、
活性汚泥 100mg/L）、分解度：0%（BOD）及び 5%（UV-VIS）） 2) 

・濃 縮 性 ： 低濃縮性（コイ BCF：4.3～39.6（0.15mg/L、8週間）、3.9～22.8（0.015mg/L、8週間）） 2) 
・媒体別分配予測 ： 水質 28.1%、底質 0.3%、大気 25.4%、土壌 46.1% ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=500mg/kg：ラット（経口） vi) 

LD50=1,440mg/kg：マウス（経口） 5) 
LD50=2,250mg/kg：モルモット（経口） vi) 
LD50=2,250～2,830mg/kg：ウサギ（経口） 4) 
LC50=8,822mg/m3：マウス（吸入 6時間） 4) 
LC50=13,870mg/m3：ラット（吸入 6時間） 4) 
LC50=39,700mg/m3：ラット（吸入 3.75時間） vi) 
LC50=48,546mg/m3：マウス（吸入 2時間） vi) 
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・反復投与毒性等 ： 「無毒性量等（経口）」=43mg/kg/日（根拠：NOEL=43mg/kg/日）NOEL=43mg/kg/日：103週間

（5日/週）経口投与した結果、Fischer344ラット（雌雄）において、86mg/kg/日で認められた肝
臓の腫瘍性結節の有意な増加が 43mg/kg/日で認められなかった。3) 
「無毒性量等（吸入）」=0.71mg/m3（根拠：LOAEL=71mg/m3、試験期間が短いこと、LOAEL
であることから 100 で除した。）LOAEL=71mg/m3：24 週間（7 時間/日、5 日/週）吸入暴露し
た Sprague-Dawleyラット（雄）において、GOT低下、肝重量増加、腎重量の増加と尿細管及び
腎実質病変、赤血球指標の微小変化が認められた。 3) 
LOAEL=341.6mg/m3：24週反復吸入投与したウサギにおいて、ASTの減少、肝重量の増加、尿
細管および間質の病変が認められた。 6) 
LOAEL=43mg/kg/日：13週間強制経口投与した Fischer344ラット及び B6C3F1ラットにおいて、
肝細胞壊死、脾臓重量減少がみられた。4) 
NOAEL=43mg/kg/日：16週間吸入曝露した Sprague-Dawleyラットにおいて、肝臓重量増加がみ
られなかった。 4) 

・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： PNEC=0.0005mg/L（根拠：96h-LC50（オオクチバス）=0.05mg/L、アセスメント係数 100） 3) 

7.5d-LC50（孵化 4日目）=0.05mg/L：オオクチバス（Micropterus salmoides） 4) 
96h-LC50=0.05mg/L：オオクチバス（Micropterus salmoides） 3) 
16d-NOEC=0.32mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 4) 
21d-NOEC=0.72mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 iv) 
24h-LC50=7.6mg/L：ニセネコゼミジンコ（Ceriodaphnia dubia） 3) 
96h-EC50=12.5mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 4) 
5d-NOEL=100mg/L：珪藻類（Skeletonema costatum）生物現存量 3) 

・規 制 ：  
 ［化審法］  法第 2条第 6項、第三種監視化学物質（21 クロロベンゼン） 
 ［化管法］  法第 2条第 2項、施行令（平成 20年 11月 21日改正前）第 1条別表第 1、第一種指定化学物質

（93 クロロベンゼン） 
法第 2条第 2項、施行令（平成 20年 11月 21日改正後）第 1条別表第 1、第一種指定化学物質
（125 クロロベンゼン） 

 ［大防法］  法第 2条第 9項、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（平成 22年中央環境審議会答
申）（57 クロロベンゼン） 

    
（注） 「大防法」とは「大気汚染防止法」（昭和 43年法律第 97号）をいう。以下同じ。 

 
参考文献 

1) 化審法監視化学物質届出結果公表値 
2) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省広報（昭和 51年

5月 28日）(1976) 
3) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価第 1巻(2002) 
4) 独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）、化学物質の初期リスク評価書 
5) U.S. National Library of Medicine, Hazardous Substances Databank (HSDB) 

(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB) 
6) PRTR法指定化学物質有害性データ(http://www.env.go.jp/chemi/prtr/db/db.php3) 
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[5] 2,4-ジアミノトルエン （別名：2,4-トルエンジアミン）（CAS登録番号：95-80-7） 
【平成 21年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

化審法 

第二種監視化学物質であり、第二種特定化学物質への指定を検討する必要があるため。 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について 24地点を調査し、検出下限値 6.2ng/Lにおいて 24地点全てで不検出であった。平成 17年

度には 4 地点を調査し、検出下限値 5.9ng/L において 4 地点全てで不検出であった。平成 11 年度には 36

地点を調査し、検出下限値 100ng/Lにおいて 36地点全てで不検出であった。平成 8年度には 36地点を調

査し、検出下限値 40ng/L において欠測扱いとなった 1 地点を除く 35 地点全てで不検出であった。平成 5

年度には 34地点を調査し、検出下限値 100ng/Lにおいて 34地点全てで不検出であった。昭和 53年度には

8地点を調査し、検出下限値 2,000～5,000ng/Lにおいて 8地点全てで不検出であった。 

平成 21年度に調査を行った地点のうち、平成 17年度、平成 11年度、平成 8年度、平成 5年度及び昭和

53年度のいずれかの年度に同一地点で調査を行った 17地点では、検出下限値を下げて測定した平成 21年

度も含め、いずれの年度も不検出であった。 

○2,4-ジアミノトルエン （別名：2,4-トルエンジアミン）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

S53 0/24 0/8 nd 2,000～5,000 
H5 0/102 0/34 nd 100 
H8 0/105 0/35 nd 40 
H11 0/108 0/36 nd 100 
H17 0/12 0/4 nd 5.9 

水質 
（ng/L） 

H21 0/72 0/24 nd 6.2 
 

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較 

水質 

地点 実施年度 測定値（ng/L） 報告時検出下限値

（ng/L） 
H5 nd nd nd 30 
H8 nd nd nd 30 
H11 nd nd nd 24 ① 石狩川河口石狩河口橋（石狩市) 

H21 nd nd nd 2.6 
H17 nd nd nd 5.9 

② 利根川河口かもめ大橋（神栖市） H21 nd nd nd 2.6 
H5 nd nd nd 24 
H8 nd nd nd 24 
H11 nd nd nd 24 ③ 隅田川河口（港区） 

H21 nd nd nd 2.6 
H5 nd nd nd 20 
H8 nd nd nd 20 
H11 nd nd nd 20 ④ 横浜港 

H21 nd nd nd 2.6 
H8 nd nd nd 24 
H11 nd nd nd 24 ⑤ 多摩川河口（川崎市） 
H21 nd nd nd 2.6 
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地点 実施年度 測定値（ng/L） 報告時検出下限値

（ng/L） 
H5 nd nd nd 24 
H8 nd nd nd 24 
H11 nd nd nd 7.9 ⑥ 犀川河口（金沢市） 

H21 nd nd nd 2.6 
H5 nd nd nd 24 
H8 nd nd nd 24 
H11 nd nd nd 24 ⑦ 諏訪湖湖心 

H21 nd nd nd 2.6 
H5 nd nd nd 24 
H8 nd nd nd 24 
H11 nd nd nd 24 ⑧ 名古屋港 

H21 nd nd nd 6.2 
H5 nd nd nd 6 
H8 nd nd nd 10 
H11 nd nd nd 10 ⑨ 四日市港 

H21 nd nd nd 2.6 
H5 nd nd nd 24 
H8 nd nd nd 24 
H11 nd nd nd 24 ⑩ 宮津港 

H21 nd nd nd 2.6 
H5 nd nd nd 20 
H8 nd nd nd 20 
H11 nd nd nd 20 ⑪ 桂川宮前橋（京都市） 

H21 nd nd nd 2.6 
H5 nd nd nd 24 
H8 nd nd nd 40 
H11 nd nd nd 20 ⑫ 大和川河口（堺市） 

H21 nd nd nd 2.6 
S53 nd nd nd 2,000 
H5 nd nd nd 10 
H8 nd nd nd 24 
H11 nd nd nd 6.7 

⑬ 大阪港 

H21 nd nd nd 2.6 
H5 nd nd nd 5 
H8 nd nd nd 20 
H11 nd nd nd 24 ⑭ 水島沖 

H21 nd nd nd 2.6 
H5 nd nd nd 24 
H8 nd nd nd 24 
H11 nd nd nd 7.9 ⑮ 徳山湾 

H21 nd nd nd 2.6 
S53 nd nd nd 5,000 
H5 nd nd nd 24 
H8 nd nd nd 20 
H11 nd nd nd 12 

⑯ 大牟田沖 

H21 nd nd nd 2.6 
H5 nd nd nd 36 
H8 nd nd nd 8 
H11 nd nd nd 24 ⑰ 伊万里湾 

H21 nd nd nd 2.6 
 

【参考：2,4-ジアミノトルエン （別名：2,4-トルエンジアミン）】 
 
・用 途 ： ポリウレタン樹脂原料、染料中間物 v) 
・生産量・輸入量 ： 平成 18（2006）年度：製造・輸入 65,826t（化審法監視化学物質届出結果公表値） 1) 

平成 19（2007）年度：製造・輸入 64,534t（化審法監視化学物質届出結果公表値） 1) 
平成 20（2008）年度：製造・輸入 57,882t（化審法監視化学物質届出結果公表値） 1) 
平成 15年（2003年）：製造 200t（推定） v) 
平成 16年（2004年）：製造 200t（推定） v) 
平成 17年（2005年）：製造 100t（推定） v) 
平成 18年（2006年）：製造 100t（推定） v) 
平成 19年（2007年）：製造 100t（推定） v) 
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・PRTR集計排出量 ： PRTR集計結果（kg/年）iv) 

届出排出量集計値 
年度

大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 
届出外排出量 
推計値 排出量合計

2001 260 0 0 0 260 - 260
2002 0 0 0 0 0 - 0
2003 0 0 0 0 0 - 0
2004 0 0 0 0 0 - 0
2005 90 0 0 0 90 - 90
2006 91 0 0 0 91 - 91
2007 91 0 0 0 91 5,604 5,695
2008 100 0 0 0 100 6,404 6,504

・分 解 性 ： 難分解性（試験方法：標準法（試験期間 2週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）、分解
度：0%（BOD）、3.0%（TOC）及び 7.9%（GC）） 2) 

・濃 縮 性 ： 低濃縮性（コイ BCF：5未満（0.3mg/L、6週間）、50未満（0.03mg/L、6週間）） 2) 
・媒体別分配予測 ： 水質 21.6%、底質 0.1%、大気 0.008%、土壌 78.3% ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=73mg/kg：ラット（経口） 3) 

LD50=350mg/kg：マウス（経口） 4) 
LD50=約 500mg/kg：ウサギ（経口） 3) 
LC50=120～150mg/m3：マウス（吸入時間不明） 4) 
LC50=916mg/m3超：ラット（吸入 4時間)  4) 

・反復投与毒性等 ： 「無毒性量等（経口）」=0.32mg/kg/日（根拠：LOAEL=3.2mg/kg/日、LOAEL であることから
10で除した。）LOAEL=3.2mg/kg/日：40週間混餌投与したところ過度の体重増加の抑制が見ら
れたため、0.0125％から 0.005％に濃度を下げて更に 63 週間混餌投与した Fischer344 ラットに
おいて、体重の低下及び生存率が有意な低下傾向にあり、慢性腎疾患は雌よりも雄で症状が重

く、雄では続発性副甲状線機能亢進、雌雄では肝臓で脂質代謝異常と散在性の脂肪変性から重

度の慢性中毒性変性に及ぶ広範な化学物質誘導性の形態的変化がみられた。 3) 
NOEL=9.5mg/m3：反復吸入投与したラットにおいて、メトヘモグロビン血症が認められなかっ

た（但し、2,6-トルエンジアミンとの混合物） 6) 
LOAEL=4.0mg/kg/日：103週間混餌経口投与した Fischerラットにおいて、体重増加抑制、腎臓
の萎縮性変化、肝臓の脂肪変性がみられた。 4) 

・発 が ん 性 ： IARC評価：グループ 2B（ヒトに対して発ガン性があるかもしれない。） 7) 
・生 態 影 響 ： PNEC=0.052mg/L（根拠：21d-NOEC（オオミジンコ繁殖阻害）=0.52mg/L、アセスメント係数

10） 3) 
21d-NOEC=0.52mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 3) 
72h-NOEC=1.0mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 3) 
48h-EC50=15mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）急性遊泳阻害  3) 
28d-NOEC=40.3mg/L未満：メダカ（0-3日仔魚）（Pseudokirchneriella subcapitata）成長阻害 3)

96h-LC50=100mg/L超：メダカ（0-3日仔魚）（Pseudokirchneriella subcapitata） 3) 
・規 制 ：  
 ［化審法］  法第 2条第 5項、第二種監視化学物質（124 2,4-ジアミノトルエン） 
 ［化管法］  法第 2条第 2項、施行令（平成 20年 11月 21日改正前）第 1条別表第 1、第一種指定化学物質

（228 2,4-トルエンジアミン） 
法第 2条第 2項、施行令（平成 20年 11月 21日改正後）第 1条別表第 1、第一種指定化学物質
（301 トルエンジアミン） 

 ［大防法］  法第 2条第 9項、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（平成 22年中央環境審議会答
申）（142 トルエンジアミン） 

 
参考文献 

1) 化審法監視化学物質届出結果公表値 
2) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省広報（昭和 52年

11月 30日）(1977) 
3) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価第 6巻(2008) 
4) 独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）、化学物質の初期リスク評価書 
5) U.S. National Library of Medicine, Hazardous Substances Databank (HSDB) 

(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB) 
6) PRTR法指定化学物質有害性データ(http://www.env.go.jp/chemi/prtr/db/db.php3) 
7) International Agency for Research on Cancer (IARC),IARC Monographs, 16, supplement 7, 61(1987) 
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[6] ジイソプロピルナフタレン類（CAS登録番号：38640-62-9） 
【平成 21年度調査媒体：底質・生物・大気】 

 

・要望理由 

化審法 

第一種監視化学物質であり、第一種特定化学物質への指定を検討する必要があるため。 

 

・調査内容及び結果 

＜底質＞ 

底質については、30地点を調査し、検出下限値 0.64ng/g-dryにおいて欠測扱いとなった 2地点を除く 28

地点中 23地点で検出され、検出濃度は 230ng/g-dryまでの範囲であった。 

平成 17年度には 7地点を調査し、検出下限値 2.0ng/g-dryにおいて 7地点中 6地点で検出され、検出濃度

は 7,500ng/g-dryまでの範囲であった。昭和 55年度には 40地点を調査し、検出下限値 10～1,000ng/g-dryに

おいて 40地点中 1地点で検出され、検出濃度は 64ng/g-dryまでの範囲であった。昭和 52年度には 39地点

を調査し、検出下限値 0.74～600ng/g-dryにおいて 39地点中 2地点で検出され、検出濃度は 100ng/g-dryま

での範囲であった。昭和 50 年度には 20 地点を調査し、検出下限値 30～250ng/g-dryにおいて 20 地点中 1

地点で検出され、検出濃度は 190ng/g-dryまでの範囲であった。 

平成 21年度に調査を行った地点のうち、昭和 52年度及び昭和 55年度に同一地点で調査を行った 9地点

並びに昭和 55年度に同一地点で調査を行った 1地点の計 10地点では、昭和 52年度及び昭和 55年度に不

検出であり、平成 21年度に検出下限値を下げて測定し 9地点で検出された。また、昭和 52年度、昭和 55

年度及び平成 17年度に同一地点で調査を行った 3地点並びに平成 17年度に同一地点で調査を行った 3地

点の計 6地点では、いずれの地点も平成 21年度及び平成 17年度に同程度の濃度で検出された。 

＜生物＞ 

生物については、14地点・生物種を調査し、検出下限値 0.46ng/g-wetにおいて 14地点・生物種中 13地

点・生物種で検出され、検出濃度は 11ng/g-wetまでの範囲であった。平成 17年度には 24地点・生物種を

調査し、検出下限値 0.19ng/g-wet において 24 地点・生物種中 13 地点・生物種で検出され、検出濃度は

27ng/g-wetまでの範囲であった。昭和 55年度には 28地点・生物種を調査し、検出下限値 2～2,500ng/g-wet

において 28地点・生物種中 1地点・生物種で検出され、検出濃度は 25ng/g-wetまでの範囲であった。昭和

52年度には 29地点・生物種を調査し、検出下限値 0.2～500ng/g-wetにおいて 29地点・生物種中 3地点・

生物種で検出され、検出濃度は 1.7ng/g-wetまでの範囲であった。昭和 50年度には 20地点・生物種を調査

し、検出下限値 25～250ng/g-wetにおいて 20地点・生物種中 2地点・生物種で検出され、検出濃度は 48ng/g-wet

までの範囲であった。 

平成 21年度に調査を行った地点のうち、昭和 52年度及び昭及び平成 17年度に同一地点で調査を行った

1地点並びに平成 17年度に同一地点で調査を行った 8地点の計 9地点のうち、8地点ではいずれの地点も

平成 21 年度及び平成 17 年度に同程度の濃度で検出され、1 地点では平成 17 年度に不検出であり平成 21

年度は平成 17年度の検出下限値と同程度の濃度で検出された。 
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＜大気＞ 

大気について本調査としては平成 21年度が初めての調査であり、20地点を調査し、検出下限値 0.66ng/m3

において 20地点全てで検出され、検出濃度は 22ng/m3までの範囲であった。 

○ジイソプロピルナフタレン類の検出状況 
検出頻度 

媒体 
 

実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

S50 9/100 3/20 nd～190 30～250 
S52 6/117 2/39 nd～100 0.74～600 
S55 3/120 1/40 nd～64 10～1,000 
H17 17/21 6/7 nd～7,500 2.0 

ジイソプロピルナフタレン類 

H21 62/83 23/28 nd～230 0.64 
内訳は以下の通り。      
1,3-ジイソプロピルナフタレン H21 65/89 25/30 nd～36 0.08 
1,4-ジイソプロピルナフタレン H21 50/89 21/30 nd～29 0.23 
1,5-ジイソプロピルナフタレン H21 41/88 16/30 nd～9.5 0.23 
1,6-ジイソプロピルナフタレン H21 57/89 22/30 nd～37 0.20 
1,7-ジイソプロピルナフタレン H21 64/89 24/30 nd～39 0.08 
2,3-ジイソプロピルナフタレン H21 10/83 6/28 nd～3.6 0.33 
2,6-ジイソプロピルナフタレン H21 71/89 26/30 nd～45 0.08 

底質 
（ng/g-dry） 

2,7-ジイソプロピルナフタレン H21 70/89 25/30 nd～43 0.08 
S50 2/94 2/20 nd～48 25～250 
S52 7/93 3/29 nd～1.7 0.2～500 
S55 3/108 1/28 nd～25 2～2,500 
H17 38/72 13/24 nd～27 0.19 

ジイソプロピルナフタレン類 

H21 31/42 13/14 nd～11 0.46 
内訳は以下の通り。      
1,3-ジイソプロピルナフタレン H21 35/42 13/14 nd～3.8 0.05 
1,4-ジイソプロピルナフタレン H21 33/42 13/14 nd～3.2 0.05 
1,5-ジイソプロピルナフタレン H21 4/42 3/14 nd～0.8 0.6 
1,6-ジイソプロピルナフタレン H21 4/42 3/14 nd～1.3 0.6 
1,7-ジイソプロピルナフタレン H21 4/42 4/14 nd～1.2 0.6 
2,3-ジイソプロピルナフタレン H21 0/42 0/14 nd 0.6 
2,6-ジイソプロピルナフタレン H21 3/42 2/14 nd～0.7 0.6 

生物 
（ng/g-wet） 

2,7-ジイソプロピルナフタレン H21 0/42 0/14 nd 0.6 
ジイソプロピルナフタレン類 H21 57/60 20/20 nd～22 0.66 
内訳は以下の通り。      
1,3-ジイソプロピルナフタレン H21 59/60 20/20 nd～4.0 0.082 
1,4-ジイソプロピルナフタレン H21 50/60 19/20 nd～2.0 0.082 
1,5-ジイソプロピルナフタレン H21 32/60 12/20 nd～1.2 0.11 
1,6-ジイソプロピルナフタレン H21 56/60 19/20 nd～3.1 0.082 
1,7-ジイソプロピルナフタレン H21 60/60 20/20 0.086～3.8 0.082 
2,3-ジイソプロピルナフタレン H21 14/60 6/20 nd～0.45 0.082 
2,6-ジイソプロピルナフタレン H21 60/60 20/20 0.089～4.0 0.082 

大気 
（ng/m3） 

2,7-ジイソプロピルナフタレン H21 60/60 20/20 0.056～3.6 0.026 
（注）※は異性体群ごとの検出下限値の合計とした。 
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○過去に同一地点で行われた調査結果との比較 

底質 

地点 実施年度 測定値（ng/g-dry） 報告時検出下限値

（ng/g-dry） 
S52 nd nd nd 500 
S55 nd nd nd 1,000 ① 石狩川河口石狩河口橋（石狩市) 
H21 7.8 5.0 3.8 ※※1.6 
S52 nd nd nd 500 
S55 nd nd nd 1,000 ② 苫小牧港 
H21 6.6 26 19 ※※0.64 
H17 nd 3.7 4.4 2.0 

③ 利根川河口かもめ大橋（神栖市） H21 ※0.31 2.2 nd ※※0.64 
S55 64 58 49 17 

④ 荒川河口（江東区）※※※ H21 33 48 44 ※※0.64 
S52 nd nd nd 100 
S55 nd nd nd 47～52 
H17 18 18 11 1.6 ⑤ 多摩川河口（川崎市） 

H21 4.6 10 9.0 ※※0.64 
S52 nd nd nd 90～100 
S55 nd nd nd 51～60 
H17 19 54 61 2.0 

⑥ 川崎港京浜運河 

H21 --- 26 22 ※※0.64 
H17 7,500 25 27 1.4 

⑦ 犀川河口（金沢市） H21 230 31 6.4 ※※1.3 
S52 nd nd nd 20 
S55 nd nd nd 100 ⑧ 諏訪湖湖心 
H21 1.6 2.3 1.1 ※※0.64 
S52 nd nd nd 500 
S55 nd nd nd 100 ⑨ 名古屋港 
H21 7.6 12 7.1 ※※0.64 
S52 nd nd nd 500 
S55 nd nd nd 60 ⑩ 四日市港 
H21 8.3 8.4 7.5 ※※0.64 
S52 100 100 100 --- 
S55 nd nd nd 100 
H17 91 70 80 2.6 ⑪ 大阪港 

H21 170 110 97 ※※7.2 
S52 nd nd nd 200 
S55 nd nd nd 200 ⑫ 姫路沖 
H21 3.0 1.8 2.6 ※※1.9 
S52 nd nd nd 200 
S55 nd nd nd 200 ⑬ 神戸港中央※※※※ 
H21 6.7 6.9 4.2 ※※0.64 
S52 nd nd nd 300～600 
S55 nd nd nd 10 ⑭ 水島沖 

H21 nd nd nd ※※0.64 
S52 nd nd nd 73～78 
S55 nd nd nd 100 ⑮ 大牟田沖 

H21 9.4 nd ※0.56 ※※0.64 
H17 6.0 7.9 7.1 1.0 

⑯ 博多湾 H21 2.0 1.7 1.3 ※※0.64 
（注 1）---：欠測等 
（注 2）※：参考値（各地点での報告時検出下限値以上、検出下限値未満） 
（注 3）※※：異性体群ごとの検出下限値の合計とした。 
（注 4）※※※：昭和 55年度は、民間分析機関による調査結果であり、2,6-体のみの測定値 
（注 5）※※※※：昭和 52年度及び昭和 55年度は兵庫県による調査結果 
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生物 

地点 生物種 実施年度 測定値（ng/g-wet） 報告時検出下限値

（ng/g-wet） 
H17 nd nd nd 0.19 

① 山田湾 ムラサキイガイ H21 ※0.43 nd 0.51 ※※0.43 
H17 7.4 12 11 0.19 

② 東京湾 スズキ H21 2.9 4.8 7.7 ※※0.57 
H17 1.8 1.9 2.0 0.19 

③ 横浜港 ムラサキイガイ H21 1.2 1.8 1.2 ※※0.42 
H17 5.5 6.3 3.1 0.19 

④ 川崎港扇島沖 スズキ H21 6.2 5.0 6.5 ※※0.43 
H17 22 5.1 7.6 0.19 

⑤ 大阪湾 スズキ H21 3.1 4.6 11 ※※0.55 
H17 5.5 27 25 0.19 

⑥ 大阪港 スズキ H21 3.1 1.7 9.4 ※※4.8 
S52 nd nd 200 
H17 2.2 4.8 2.1 0.19 ⑦ 姫路沖 スズキ 
H21 0.9 0.9 2.8 ※※1.0 
H17 1.0 1.5 2.1 0.19 

⑧ 徳山湾 ボラ H21 1.4 ※0.26 ※0.40 ※※0.43 
H17 nd 0.91 1.8 0.19 

⑨ 萩沖 ボラ H21 1.8 ※0.44 0.49 ※※0.43 
（注 1）※：参考値（各地点での報告時検出下限値以上、検出下限値未満） 
（注 2）※※：異性体群ごとの検出下限値の合計とした。 

 

【参考：ジイソプロピルナフタレン類】 
 
・用 途 ： 熱媒体油 v) 
・生産量・輸入量 ： 平成 18（2006）年度：製造・輸入 774t（化審法監視化学物質届出結果公表値） 1) 

平成 19（2007）年度：製造・輸入 780t（化審法監視化学物質届出結果公表値） 1) 
平成 20（2008）年度：製造・輸入 812t（化審法監視化学物質届出結果公表値） 1) 
平成 15年（2003年）：製造 1,000t（推定）（但し、KSK-OIL260・280として） v) 
平成 16年（2004年）：製造 1,000t（推定）（但し、KSK-OIL260・280として） v) 

・PRTR集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 難分解性（試験方法：逆転法（試験期間 4週間、被験物質 30mg/L、活性汚泥 100mg/L）、分解

度：0%（BOD）及び 8%（GC）） 2) 
・濃 縮 性 ： 高濃縮性（コイ BCF：3,500～7,800（0.005mg/L、60日間）、1,800～3,700（0.0005mg/L、60日

間））。被験物質は異性体混合物であり、GC-MSにより定量可能なピークが 7本確認されたた
め、最大濃縮倍率の最も大きいピーク Fについて、濃縮倍率を示した。 2) 

・媒体別分配予測 ： 水質 7.8%、底質 15.1%、大気 0.2%、土壌 76.9% ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=2,000mg/kg超：ラット（経口） ix) 

LD50=3,400mg/kg：マウス（経口） vi) 
・反復投与毒性等 ： 無影響量（反復経口投与試験）=30 mg/kg/日未満：28日間反復強制経口投与した Sprague-Dawley

系ラット(Crj:CD(SD)IGS)において、30mg/kg/日で雌の総コレステロールの高値が認められた。 3)

・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 48h-EC50=0.035mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）急性遊泳阻害 iv) 

72h-NOEC=0.071mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 iv) 
96h-LC50=0.093mg/L超：メダカ（Oryzias latipes） iv) 

・規 制 ：  
 ［化審法］  法第 2条第 4項、第一種監視化学物質（15 ジイソプロピルナフタレン） 

 
参考文献 

1) 化審法監視化学物質届出結果公表値 
2) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省広報（平成 15年

10月 14日）(2003) 
3) 国立医薬品食品衛生研究所総合評価研究室、既存化学物質毒性データベース 



－ 107 － 
 

[7] N,N-ジシクロヘキシルアミン（CAS登録番号：101-83-7） 
【平成 21年度調査媒体：大気】 

 

・要望理由 

環境リスク初期評価 

健康リスク初期評価を行ったところ、ばく露情報が不十分でリスクの判定が行えなかったが、本物質は

優先的に評価を行うべきであると指摘されているため。 

 

・調査内容及び結果 

＜大気＞ 

大気について本調査としては平成 21 年度が初めての調査であり、20 地点を調査し、検出下限値 9ng/m3

において 20地点全てで不検出であった。 

○N,N-ジシクロヘキシルアミンの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

大気 
（ng/m3） 

H21 0/60 0/20 nd 9 

 

【参考：N,N-ジシクロヘキシルアミン】 
 
・用 途 ： 防錆剤、ゴム製品、界面活性剤、染料 v) 
・生産量・輸入量 ： 不詳 
・PRTR集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 良分解性（試験方法：標準法（試験期間 2週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）、分解

度：76.9%（BOD）、88.6%（TOC）及び 100%（GC）） 1) 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 25.0%、底質 0.2%、大気 0.3%、土壌 74.5% ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=240mg/kg：ラット（経口） 2) 

LD50=500mg/kg：マウス（経口） 2) 
・反復投与毒性等 ： 「無毒性量等（経口）」=2mg/kg/日（根拠：NOAEL=20mg/kg/日、試験期間が短いことから 10

で除した。）NOAEL=20mg/kg/日：28日間強制経口投与した結果、Sprague-Dawley ラット（雌
雄）において、70mg/kg/日で認められた雌雄での流涎並びに雄での痙攣が 20mg/kg/日で認めら
れなかった。 2) 
無影響量（反復経口投与試験）=20mg/kg/日：28 日間反復強制経口投与した Sprague-Dawley 系
ラット(Crj:CD(SD)IGS)において、70mg/kg/日で認められた雌雄での流涎並びに雌での痙攣及び
卵巣重量の減少が 20mg/kg/日で認められなかった。3) 
無影響量（簡易生殖毒性試験）=40mg/kg/日：28 日間反復強制経口投与した Sprague-Dawley 系
ラット(Crj:CD(SD)IGS)において、80mg/kg/日で認められた哺育期間での粗毛、児集め不良、交
配前投与期間、妊娠期間及び哺育期間の各期間における体重増加抑制、摂餌量の低値及び新生

児での死産児数の増加に伴う出生率の低下が 40mg/kg/日で認められなかった。 3) 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： PNEC=0.00049mg/L（根拠：21d-NOEC（オオミジンコ繁殖阻害）=0.049mg/L、アセスメント係

数 100） 2) 
21d-NOEC=0.049mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 2) 
72h-NOEC=2.0mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 iv) 
48h-EC50=8.0mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）急性遊泳阻害 2) 
96h-LC50=12mg/L：メダカ（Oryzias latipes） 2) 

・規 制 ：  
 ［化審法］  法第 2条第 5項、第二種監視化学物質（1084 N,N -ジシクロヘキシルアミン） 

法第 2条第 6項、第三種監視化学物質（275 N,N -ジシクロヘキシルアミン） 
 ［化管法］  法第 2条第 2項、施行令（平成 20年 11月 21日改正後）第 1条別表第 1、第一種指定化学物質

（188  N,N -ジシクロヘキシルアミン） 
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参考文献 
1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省広報（昭和 52年
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3) 国立医薬品食品衛生研究所総合評価研究室、既存化学物質毒性データベース 
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[8] N,N-ジシクロヘキシル-1,3-ベンゾチアゾール-2-スルフェンアミド（CAS 登録番号：
4979-32-2） 

【平成 21年度調査媒体：水質】 
 

・要望理由 

化審法 

第一種監視化学物質であり、第一種特定化学物質への指定を検討する必要があるため。 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について 24地点を調査し、検出下限値 1.1ng/Lにおいて欠測扱いとなった 1地点を除く 23地点全て

で不検出であった。平成 10年度には 13地点を調査し、検出下限値 300ng/Lにおいて 13地点全てで不検出

であった。 

平成 21年度及び平成 10年度に同一地点で調査を行った 8地点では、平成 10年度に不検出であり、平成

21年度に検出下限値を下げて測定したが不検出であった。 

○N,N-ジシクロヘキシル-1,3-ベンゾチアゾール-2-スルフェンアミドの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

H10 0/39 0/13 nd 300 水質 
（ng/L） H21 0/69 0/23 nd 1.1 

 

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較 

水質 

地点 実施年度 測定値（ng/L） 報告時検出下限値

（ng/L） 
H10 nd nd nd 260 

① 荒川河口（江東区） H21 nd nd nd 0.51 
H10 nd nd nd 260 

② 隅田川河口（港区） H21 nd nd nd 0.51 
H10 nd nd nd 260 

③ 犀川河口（金沢市） H21 nd nd nd 0.65 
H10 nd nd nd 260 

④ 名古屋港 H21 nd nd nd 0.47 
H10 nd nd nd 10 

⑤ 大和川河口（堺市） H21 nd nd nd 0.46 
H10 nd nd nd 260 

⑥ 神戸港中央 H21 nd nd nd 0.48 
H10 nd nd nd 260 

⑦ 徳山湾 H21 nd nd nd 0.46 
H10 nd nd nd 260 

⑧ 高松港 H21 nd nd nd 0.65 
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【参考：N,N-ジシクロヘキシル-1,3-ベンゾチアゾール-2-スルフェンアミド】 
 
・用 途 ： 有機ゴム薬品（加硫促進剤） v) 
・生産量・輸入量 ： 平成 18（2006）年度：製造・輸入 3,383t（化審法監視化学物質届出結果公表値） 1) 

平成 19（2007）年度：製造・輸入 3,048t（化審法監視化学物質届出結果公表値） 1) 
平成 20（2008）年度：製造・輸入 2,312t（化審法監視化学物質届出結果公表値） 1) 
平成 15年（2003年）：製造 5,000t（推定） v) 
平成 16年（2004年）：製造 5,000t（推定） v) 
平成 17年（2005年）：製造 5,000t v) 
平成 18年（2006年）：製造 5,000t v) 
平成 19年（2007年）：製造 2,500t v) 
平成 20年（2008年）：製造 2,500t v) 

・PRTR集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 難分解性（試験方法：標準法（試験期間 4週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）、分解度：

0%、0%、0%及び 0%（いずれも BOD）並びに 4%、6%、0%及び 3%（いずれも HPLC））2) 
・濃 縮 性 ： 高濃縮性（コイ BCF：15～80（1.000mg/L、10週間）、74～316（0.100mg/L、8週間））、331

～916（0.010mg/L、8週間））、1,150～3,950（0.001mg/L、8週間））、3,380～7,310（0.0001mg/L、
8週間）、2,800～7,700（0.00001mg/L、6週間）） 2) 

・媒体別分配予測 ： 水質 7.7%、底質 26.3%、大気 0.01%、土壌 66.0% ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=1,077mg/kg超：ラット（経口） ix) 

LD50=6,420mg/kg：ラット（経口） vi) 
・反復投与毒性等 ： 無影響量（反復経口投与試験）=25mg/kg/日：交配開始 14日前から、雄は 44日間、雌は分娩後

哺育 3日まで継続して投与した Sparegue-Dawlet(Crj:CD)ラット（雌雄）において、100mg/kg/日
で認められた雄親における腎臓の近位尿細管上皮にPAS陽性の硝子滴の出現並びに雌親におけ
る一般状態の変化としての受胎前と妊娠末期から哺育期にかけての自発運動低下、下腹部被毛

の尿による汚染、紅涙などの一般状態の変化、近位尿細管上皮の脂肪変性、腎臓の肉眼的な退

色、副腎の皮質細胞空胞化や胸腺および脾臓の萎縮が 25mg/kg/日で認められなかった。 3) 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 72h-NOEC=0.012mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 iv) 

48h-EC50=0.031mg/L超：オオミジンコ（Daphnia magna）急性遊泳阻害 iv) 
21d-EC50=0.033mg/L超：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 iv) 
96h-LC50=0.033mg/L超：メダカ（Oryzias latipes） iv) 

・規 制 ：  
 ［化審法］  法第 2条第 4項、第一種監視化学物質（24 N,N-ジシクロヘキシル-1,3-ベンゾチアゾール-2-ス

ルフェンアミド） 
 ［化管法］  法第 2条第 2項、施行令（平成 20年 11月 21日改正後）第 1条別表第 1、第一種指定化学物質

（189 N,N -ジシクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド） 

 
参考文献 

1) 化審法監視化学物質届出結果公表値 
2) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省広報（平成 17年

12月 22日）(2005) 
3) 国立医薬品食品衛生研究所総合評価研究室、既存化学物質毒性データベース 
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[9] 2,4-ジニトロフェノール（CAS登録番号：51-28-5） 
【平成 21年度調査媒体：水質・生物】 

 

・要望理由 

化審法 

第二種監視化学物質及び第三種監視化学物質であり、第二種特定化学物質への指定を検討する必要があ

るため。 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質については、28地点を調査し、検出下限値 1.0ng/Lにおいて 28地点全てで検出され、検出濃度は 1.0

～230ng/Lの範囲であった。平成 15年度には 38地点を調査し、検出下限値 19ng/Lにおいて 38地点中 5地

点で検出され、検出濃度は 540ng/L までの範囲であった。平成 6 年度には 12 地点を調査し、検出下限値

400ng/Lにおいて 12地点全てで不検出であった。昭和 59年度には 7地点を調査し、検出下限値 40～200ng/L

において 7地点全てで不検出であった。 

平成 21年度に調査を行った地点のうち、平成 15年度及び平成 6年度に同一地点で調査を行った 6地点、

平成 15年度及び昭和 59年度に同一地点で調査を行った 2地点、平成 6年度に同一地点で調査を行った 1

地点並びに昭和 59年度に同一地点で調査を行った 1地点の計 10地点では、平成 15年度、平成 6年度及び

昭和 59 年度に不検出であり、平成 21年度に検出下限値を下げて測定し過年度調査の検出下限値と同程度

かそれ以下の濃度で検出された。平成 21年度及び平成 15年度に同一地点で調査を行った 11地点のうち、

3地点ではいずれの年度も同程度の濃度で検出され、8地点では平成 15年度に不検出であり平成 21年度に

検出下限値を下げて測定し平成 15年度の検出下限値と同程度かそれ以下の濃度で検出された。 

＜生物＞ 

生物については、13地点・生物種を調査し、検出下限値 0.11ng/g-wetにおいて 13地点・生物種中 2地点

で検出され、検出濃度は 0.15ng/g-wetまでの範囲であった。平成 6年度には 12地点・生物種を調査し、検

出下限値 10ng/g-wetにおいて 12地点・生物種全てで不検出であった。 

○2,4-ジニトロフェノールの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

S59 0/21 0/7 nd 40～200 
H6 0/36 0/12 nd 400 
H15 11/114 5/38 nd～540 19 

水質 
（ng/L） 

H21 82/82 28/28 1.0～230 1.0 
H6 0/36 0/12 nd 10 生物 

（ng/g-wet） H21 4/39 2/13 nd～0.15 0.11 
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○過去に同一地点で行われた調査結果との比較 

水質 

地点 実施年度 測定値（ng/L） 報告時検出下限値

（ng/L） 
H6 nd nd nd 200 
H15 nd nd nd 19 ① 石狩川河口石狩河口橋（石狩市) 
H21 22 21 16 0.53 
H15 nd nd nd 19 

② 豊沢川（花巻市） H21 1.8 1.9 2.2 0.53 
H15 53 61 59 19 

③ 利根川河口かもめ大橋（神栖市） H21 15 16 18 0.53 
H15 nd nd nd 19 

④ 市原・姉崎海岸 H21 26 21 19 0.53 
H6 nd nd nd 160 
H15 nd nd nd 19 ⑤ 隅田川河口（港区） 
H21 17 17 16 0.53 
H15 38 19 30 19 

⑥ 横浜港 H21 45 33 44 0.53 
H6 nd nd nd 160 
H15 nd nd nd 19 ⑦ 犀川河口（金沢市） 
H21 5.5 5.5 6.8 0.53 
H6 nd nd nd 160 

⑧ 諏訪湖湖心 H21 12 12 12 0.53 
H6 nd nd nd 160 
H15 nd nd nd 19 ⑨ 名古屋港 
H21 22 20 22 0.53 
H15 nd nd nd 19 

⑩ 四日市港 H21 21 22 21 1.0 
H15 87 nd nd 19 

⑪ 琵琶湖唐崎沖中央 H21 31 31 31 1.0 
H15 nd nd nd 19 

⑫ 宮津港 H21 10 10 11 0.53 
H15 nd nd nd 19 

⑬ 桂川宮前橋（京都市） H21 11 11 11 0.53 
H6 nd nd nd 160 
H15 nd nd nd 19 ⑭ 大和川河口（堺市） 
H21 22 23 19 0.53 
S59 nd nd nd 40 

⑮ 大川毛馬橋（大阪市） H21 31 28 30 0.53 
S59 nd nd nd 40 
H15 nd nd nd 19 ⑯ 大阪港 
H21 19 16 17 0.53 
H15 nd nd nd 19 

⑰ 神戸港中央 H21 8.3 9.5 8.5 1.3 
H6 nd nd nd 200 
H15 nd nd nd 19 ⑱ 水島沖 
H21 15 14 13 0.53 
H15 nd nd nd 19 

⑲ 徳山湾 H21 9.0 9.1 8.0 0.53 
S59 nd nd nd 200 
H15 nd nd nd 19 ⑳ 大牟田沖 
H21 15 14 17 1.0 
H15 nd nd nd 19 

 伊万里湾 H21 12 12 12 0.53 
 

【参考：2,4-ジニトロフェノール】 
 
・用 途 ： 黒色硫化染料中間体、防腐剤、pH指示薬、試薬 v) 
・生産量・輸入量 ： 平成 15年（2003年）：製造 100t（推定） v) 

平成 16年（2004年）：製造 100t（推定） v) 
平成 18（2006）年度：製造・輸入 828t（化審法監視化学物質届出結果公表値） 1) 

平成 19（2007）年度：製造・輸入 1,002t（化審法監視化学物質届出結果公表値） 1) 
平成 20（2008）年度：製造・輸入 722t（化審法監視化学物質届出結果公表値） 1) 
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・PRTR集計排出量 ： PRTR集計結果（kg/年）iv) 
届出排出量集計値 

年度
大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 

届出外排出量 
推計値 排出量合計

2001 0 0 0 0 0 - 0
2002 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 - 0
2006 0 480 0 0 480 - 480
2007 0 380 0 0 380 - 380
2008 0 58 0 0 58 - 58

・分 解 性 ： 難分解性（試験方法：標準法（試験期間 4週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）、分解
度：0%（BOD）、0%（TOC）及び 5%（HPLC）） 2) 

・濃 縮 性 ： 低濃縮性（コイ BCF：0.4未満～0.7（0.050mg/L、6週間）、3.7未満（0.005mg/L、6週間）） 2)

・媒体別分配予測 ： 水質 13.9%、底質 0.4%、大気 0.5%、土壌 85.2% ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=20～30mg/kg：イヌ（経口） 3) 

LD50=30mg/kg：ウサギ（経口） vi) 
LD50=30mg/kg：ラット（経口） vi) 
LD50=45mg/kg：マウス（経口） vi) 
LD50=75mg/kg：ネコ（経口） vi) 
LD50=81mg/kg：モルモット（経口） vi) 

・反復投与毒性等 ： 無影響量（反復経口投与試験）=10mg/kg/日：28 日間反復強制経口投与した Sprague-Dawley 系
ラット(Crj:CD(SD)IGS)において、30mg/kg/日で認められた雌雄での自発運動の低下および流涎、
摂餌量の有意な増加、尿の褐色化傾向並びに雄での血液性化学検査における塩素の有意な減少

が 10mg/kg/日で認められなかった。 4) 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： PNEC=0.0003mg/L（根拠：60d-MATC（コイ成長阻害）=0.03mg/L、アセスメント係数 100） 5)

60d-MATC=0.03mg/L：コイ（Cyprinus carpio）成長阻害 5) 
96h-LC50=0.52mg/L：コイ（Cyprinus carpio） 5) 
21d-NOEC=2mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 5) 
48h-LC50=4.1mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna） 5) 
96h-LC50=6.49mg/L：ホタルヒダリマキガイ（Aplexa hypnorum） 5) 
48h-EC50=40mg/L：緑藻類（Scenedesmus subspicatus）生物現存量 5) 

・規 制 ：  
 ［化審法］  法第 2条第 5項、第二種監視化学物質（709 2,4-ジニトロフェノール） 

法第 2条第 6項、第三種監視化学物質（26 2,4-ジニトロフェノール） 
 ［化管法］  法第 2条第 2項、施行令（平成 20年 11月 21日改正前）第 1条別表第 1、第一種指定化学物質

（158 2,4-ジニトロフェノール） 
法第 2条第 2項、施行令（平成 20年 11月 21日改正後）第 1条別表第 1、第一種指定化学物質
（201 2,4-ジニトロフェノール） 

 
参考文献 

1) 化審法監視化学物質届出結果公表値 
2) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省広報（平成元年

12月 28日）(1988) 
3) U.S. National Library of Medicine, Hazardous Substances Databank (HSDB) 

(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB) 
4) 国立医薬品食品衛生研究所総合評価研究室、既存化学物質毒性データベース 
5) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価第 2巻(2003) 
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[10] 5α-ジヒドロテストステロン（CAS登録番号：521-18-6） 
【平成 21年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

ExTEND2005※ 

ExTEND2005を実施する上で、ばく露情報等が不足しているため。 

※要望当時（平成 22年 7月に ExTEND2010を公表） 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について本調査としては平成 21年度が初めての調査であり、29地点を調査し、検出下限値 0.092ng/L

において欠測扱いとなった 2地点を除く 27地点全てで不検出であった。 

○5α-ジヒドロテストステロンの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

H21 0/81 0/27 nd 0.092 

 

【参考：5α-ジヒドロテストステロン】 
 
・用 途 ： 男性ホルモン代謝物、テストステロンに 5αリダクターゼが作用して生合成される。1) 
・生産量・輸入量 ： 不詳 
・PRTR集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 11.4%、底質 1.4%、大気 0.004%、土壌 87.2% ix) 
・急 性 毒 性 等 ： 不詳 
・反復投与毒性等 ： 不詳 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 不詳 

 
参考文献 

1) 東京化学同人、生化学辞典第４版 
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[11] 2,3-ジヒドロ-6-プロピル-2-チオキソ-4(1H)-ピリミジノン （別名：プロピルチオウラシル）
（CAS登録番号：51-52-5） 

【平成 21年度調査媒体：水質】 
 

・要望理由 

ExTEND2005※ 

ExTEND2005を実施する上で、ばく露情報等が不足しているため。 

※要望当時（平成 22年 7月に ExTEND2010を公表） 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について本調査としては平成 21年度が初めての調査であり、28地点を調査し、検出下限値 4.6ng/L

において 28地点全てで不検出であった。 

○2,3-ジヒドロ-6-プロピル-2-チオキソ-4(1H)-ピリミジノン （別名：プロピルチオウラシル）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

H21 0/84 0/28 nd 4.6 

 

【参考：2,3-ジヒドロ-6-プロピル-2-チオキソ-4(1H)-ピリミジノン （別名：プロピルチオウラシル）】 
 
・用 途 ： 抗甲状腺剤 1) 
・生産量・輸入量 ： 不詳 
・PRTR集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 難分解性（試験方法：標準法（試験期間 4週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）、分解

度：0%（BOD）、0%（TOC）及び 0%（HPLC）） 2) 
・濃 縮 性 ： 低濃縮性（コイ BCF：2未満～4未満（0.2mg/L、4週間）、18未満～38未満（0.02mg/L、4週

間）） 2) 
・媒体別分配予測 ： 水質 25.7%、底質 0.09%、大気 0.02%、土壌 74.2% ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=1,250mg/kg：ラット（経口） vi) 
・反復投与毒性等 ： 不詳 
・発 が ん 性 ： IARC評価：グループ 2B（ヒトに対して発ガン性があるかもしれない。） 3) 
・生 態 影 響 ： 不詳 
・規 制 ：  
 ［化審法］  法第 2 条第 5 項、第二種監視化学物質（814 2,3-ジヒドロ-6-プロピル-2-チオキソ-4(1H)-ピリミ

ジノン（別名プロピルチオウラシル）） 
 ［化管法］  法第 2条第 3項、施行令（平成 20年 11月 21日改正前）第 2条別表第 2、第二種指定化学物質

（36 2,3-ジヒドロ-6-プロピル-2-チオキソ-4(1H)-ピリミジノン（別名プロピルチオウラシル））
法第 2条第 3項、施行令（平成 20年 11月 21日改正後）第 2条別表第 2、第二種指定化学物質
（44 2,3-ジヒドロ-6-プロピル-2-チオキソ-4(1H)-ピリミジノン） 

 
参考文献 

1) 薬事法第 14条の 4第 6項、施行規則第 63条第 2項 9号に規定された医薬用医薬品添付文書 
「チウラジール錠 50mg」及び「プロパジール錠 50mg」 

2) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省広報（平成 14年
11月 8日）(2002) 

3) International Agency for Research on Cancer (IARC),IARC Monographs, 79, 91(2001) 
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[12] 1,2,3-トリクロロプロパン（CAS登録番号：96-18-4） 
【平成 21年度調査媒体：大気】 

 

・要望理由 

環境リスク初期評価 

健康リスク初期評価を行ったところ、ばく露情報が不十分でリスクの判定が行えなかったが、本物質は

優先的に評価を行うべきであると指摘されているため。 

 

・調査内容及び結果 

＜大気＞ 

大気について本調査としては平成 21年度が初めての調査であり、20地点を調査し、検出下限値 0.076ng/m3

において 20地点全てで検出され、検出濃度は 1.5～150ng/m3の範囲であった。 

○1,2,3-トリクロロプロパンの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

大気 
（ng/m3） 

H21 60/60 20/20 1.5～150 0.076 

 

【参考：1,2,3-トリクロロプロパン】 
 
・用 途 ： 本物質の主な用途は、閉鎖系において殺虫剤等の他の化学物質の合成中間体、ポリスルフィド

やヘキサフルオロプロピレン等のポリマー製造の際の架橋剤である。また、エピクロロヒドリ

ン等の塩素化化合物を製造する際に、本物質が副生成物として多量に生成される。1) 
・生産量・輸入量 ： 本物質の生産量は約 500t である。また、調査した 5 事業所における平成 19 年度の取扱量は

1,900t/年（5事業所 8作業工程の延べ数）である。1) 
・PRTR集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 難分解性（試験方法：標準法（揮発性物質改良型培養瓶、試験期間 4週間、被験物質 100mg/L、

活性汚泥 30mg/L）、分解度：0%（BOD）、0%（TOC）及び 8%（GC）） 1) 
・濃 縮 性 ： 低濃縮性（コイ BCF：5.4～12（0.2mg/L、8週間）、5.3～13（0.02mg/L、8週間）） 1) 
・媒体別分配予測 ： 水質 21.7%、底質 0.2%、大気 11.2%、土壌 66.9% ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=78mg/m3：ラット（経口） vi) 

LD50=340mg/kg：モルモット（経口） 2) 
LD50=369mg/kg：マウス（経口） 2) 
LD50=380mg/kg：ウサギ（経口） 2) 
LC50=3,000mg/m3：ラット（吸入 4時間）  3） 
LC50=3,400mg/m3：マウス（吸入 2時間）  2）） 

・反復投与毒性等 ： 「無毒性量等（経口）」=0.21mg/kg/日（根拠：LOAEL=2.1mg/kg/日、LOAEL であることから
10で除した。）LOAEL=21mg/kg/日：104週間（5日/週）強制経口投与した結果、Fischer344ラ
ット（雌雄）において、雌雄の前胃で基底細胞及び扁平上皮の過形成、膵臓で腺房の限局性過

形成の発生率に有意な増加を認めた。また、閾値なしを前提にした場合のスロープファクター

として、ラットの実験結果から求めた 7（mg/kg/日）-1を採用した。 
「無毒性量等（吸入）」=0.12mg/m3（根拠：NOAEL=1.2mg/m3、試験期間が短いことから 10で
除した。）NOAEL=1.2mg/m3：11日間（6時間/日、5日/週）吸入暴露した Fischer344ラットに
おいて、3.5mg/kg/日で認められた雌雄の嗅上皮の菲薄化が 1.2mg/kg/日で認められなかった。 2)

・発 が ん 性 ： IARC評価：グループ 2A（ヒトに対しておそらく発がん性を示す。） 4) 
・生 態 影 響 ： PNEC=0.0041mg/L（根拠：48h-EC50（ニセネコゼミジンコ類、急性遊泳阻害）=4.13mg/L、アセ

スメント係数 1,000） 2) 
48h-EC50=4.13mg/L：ニセネコゼミジンコ類（Ceriodaphnia cf.dubia）急性遊泳阻害 2) 
96h-LC50=66.5mg/L：ファットヘッドミノー（Pimephales promelas） 2) 
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・規 制 ：  
 ［化審法］  法第 2条第 5項、第二種監視化学物質（980 1,2,3-トリクロロプロパン） 
 ［化管法］  法第 2条第 2項、施行令（平成 20年 11月 21日改正後）第 1条別表第 1、第一種指定化学物質

（289 1,2,3-トリクロロプロパン） 
 ［大防法］  法第 2条第 9項、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（平成 22年中央環境審議会答

申）（136 1,2,3-トリクロロプロパン） 

 
参考文献 

1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省広報（昭和 60年
12月 28日）(1985) 

2) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価第 7巻(2009) 
3) U.S. National Library of Medicine, Hazardous Substances Databank (HSDB) 

(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB) 
4) International Agency for Research on Cancer (IARC),IARC Monographs, 63, 223(1995) 
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[13] トリメチルベンゼン類 
[13-1] 1,2,4-トリメチルベンゼン（CAS登録番号：95-63-6） 
[13-2] 1,3,5-トリメチルベンゼン（CAS登録番号：108-67-8） 

【平成 21年度調査媒体：水質】 
 

・要望理由 

環境リスク初期評価 

生態リスク初期評価を行ったところ、ばく露情報が不十分でリスクの判定が行えなかったが、本物質は

優先的に評価を行うべきであると指摘されているため。 

 

・調査内容及び結果 

・1,2,4-トリメチルベンゼン 

＜水質＞ 

水質については、30地点を調査し、検出下限値 31ng/Lにおいて 30地点中 1地点で検出され、検出濃度

は 32ng/Lまでの範囲であった。昭和 51年度には 5地点を調査し、検出下限値 100ng/Lにおいて 5地点全

てで不検出であった。 

○1,2,4-トリメチルベンゼンの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

S51 0/20 0/5 nd 100 水質 
（ng/L） H21 1/90 1/30 nd～32 31 

 

【参考：1,2,4-トリメチルベンゼン】 
・用 途 ： トリメリット酸、ビタミン E などの合成用、染料、顔料、医薬品の中間体、メチル化してデュレ

ンを経てピロメリット酸の合成原料。 v) 
・生産量・輸入量 ： 平成 15年（2003年）：製造 3,000t（推定） v) 

平成 16年（2004年）：製造 3,000t（推定） v) 
平成 17年（2005年）：製造 3,000t（推定） v) 
平成 18年（2006年）：製造 3,000t（推定） v) 
平成 19年（2007年）：製造 3,000t（推定） v) 
平成 20年（2008年）：製造 3,000t（推定） v) 

・PRTR集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 難分解性（試験方法：標準法（揮発性物質改良型培養瓶、試験期間 4週間、被験物質 100mg/L、活

性汚泥 30mg/L）、分解度：18%、4%及び 4%（いずれも BOD）並びに 0%（GC）） 1) 
・濃 縮 性 ： 低濃縮性（コイ BCF：33～275（0.2mg/L、8週間）、31～207（0.02mg/L、8週間）） 1) 
・媒体別分配予測 ： 水質 31.9%、底質 1.1%、大気 3.2%、土壌 63.8% ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=3,280mg/kg：ラット（経口） 3) 

LD50=6,900mg/kg：マウス（経口） 2) 
LC50=12,052mg/m3超：ラット（吸入 48時間） 3) 
LC50=18,000mg/m3：ラット（吸入 4時間） 2) 
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・反復投与毒性等 ： 「無毒性量等（経口）」=10mg/kg/日（根拠：NOAEL=100mg/kg/日、試験期間が短いことから 10

で除した。）NOAEL=100mg/kg/日：28日間強制経口投与した結果、Sprague-Dawleyラット（雌雄）
において、300mg/kg/日で認められた投与直後の流涎、雄での腎臓相対重量、雌での肝臓相対重量
の有意な増加並びに雄の腎臓における尿細管の硝子滴変性の発生率の有意な増加が100mg/kg/日で
認められなかった。2) 
「無毒性量等（吸入）」=2.2mg/m3（根拠：NOAEL=22mg/m3、試験期間が短いことから 10で除し
た。）NOAEL=22mg/m3：4週間（6時間/日、5日/週）吸入暴露したWistarラットにおいて、88mg/kg/
日で認められたオープンフィールド試験での身繕い回数の有意な増加、ステップダウン型受動的

回避試験での潜時の増加量の有意な減少及び熱刺激からの逃避行動をみたホットプレート試験で

の潜時の有意な遅延が 22mg/kg/日でそれぞれ認められなかった。 2) 
無影響量（反復経口投与試験）=100mg/kg/日：28日間反復強制経口投与した Sprague-Dawley系ラ
ット(Crj:CD(SD)IGS)において、300mg/kg/日で認められた雄での摂水量の増加、腎臓の相対重量の
高値、腎臓に尿細管の硝子滴変性、雌での肝臓の絶対・相対重量の高値が 100mg/kg/日で認められ
なかった。 4) 

・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： PNEC=0.012mg/L（根拠：24h-LC50（アルテミア属の一種）=12mg/L、アセスメント係数 1,000） 2)

24h-LC50=12mg/L：アルテミア属の一種（Artemia salina） 2) 
・規 制 ：  
 ［化審法］  法第 2条第 6項、第三種監視化学物質（184 1,2,4-トリメチルベンゼン） 
 ［化管法］  法第 2条第 2項、施行令（平成 20年 11月 21日改正後）第 1条別表第 1、第一種指定化学物質（296

1,2,4-トリメチルベンゼン） 

 
参考文献 

1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省広報（昭和 52年
11月 30日）(1977) 

2) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価第 7巻(2009) 
3) U.S. National Library of Medicine, Hazardous Substances Databank (HSDB) 

(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB) 
4) 国立医薬品食品衛生研究所総合評価研究室、既存化学物質毒性データベース 

 

・1,3,5-トリメチルベンゼン 

＜水質＞ 

水質については、30地点を調査し、検出下限値 44ng/Lにおいて 30地点全てで不検出であった。昭和 51

年度には 5地点を調査し、検出下限値 100ng/Lにおいて 5地点全てで不検出であった。 

○1,3,5-トリメチルベンゼンの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

S51 0/20 0/5 nd 100 水質 
（ng/L） H21 0/90 0/30 nd 44 

 
【参考：1,3,5-トリメチルベンゼン】 
・用 途 ： 染料、顔料、医薬品および工業薬品原料 v) 
・生産量・輸入量 ： 不詳 
・PRTR集計排出量 ： PRTR集計結果 iv) 

届出排出量集計値 
年度

大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 
届出外排出量 
推計値 排出量合計

2001 1,115,321 107 0 0 1,115,428 2,862,355 3,977,783
2002 1,104,093 649 0 0 1,104,742 13,316,035 14,420,777
2003 1,338,939 1,086 11 0 1,340,036 4,800,968 6,141,004
2004 1,610,446 785 1 0 1,611,233 4,799,064 6,410,297
2005 1,698,452 1,320 0 0 1,699,772 4,582,842 6,282,614
2006 1,573,553 999 13 0 1,574,565 4,147,819 5,722,384
2007 1,538,738 770 0 0 1,539,508 3,661,546 5,201,054
2008 1,280,754 576 0 0 1,281,330 3,198,693 4,480,023
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・分 解 性 ： 難分解性（試験方法：標準法（揮発性物質改良型培養瓶、試験期間 2週間、被験物質 100mg/L、活

性汚泥 30mg/L）、分解度：0%（BOD）及び 0%（GC）） 1) 
・濃 縮 性 ： 低濃縮性（揮発性物質改良型培養瓶、コイ BCF：23～342（0.150mg/L、10週間）、42～328（0.015mg/L、

10週間）） 1) 
・媒体別分配予測 ： 水質 38.8%、底質 1.3%、大気 2.4%、土壌 57.5% ix) 

・急 性 毒 性 等 ： LD50=5,000mg/kg：ラット（経口） 2) 

LD50=7,000mg/kg：マウス（経口） 2) 
LC50=24,000mg/m3：ラット（吸入 4時間） 2) 

・反復投与毒性等 ： 「無毒性量等（経口）」=14mg/kg/日（根拠：NOAEL=143mg/kg/日、試験期間が短いことから 10
で除した。）NOAEL=143mg/kg/日：90日間（5日/週）強制経口投与した結果、Sprague-Dawleyラ
ット（雌雄）において、429mg/kg/日で認められた雌雄での血中のリン濃度及び肝臓の絶対及び相
対重量の有意な増加、雌での肝臓及び腎臓の相対重量の有意な増加が 143mg/kg/日で認められなか
った。2) 
「無毒性量等（吸入）、但し LOAELを採用した場合」=0.22mg/m3（根拠：LOAEL=22mg/m3、試

験期間が短いこと、LOAELであることから 100で除した。）2) 
NOAEL=200mg/kg/日：90日間連続強制経口投与した Sprague-Dawleyラットにおいて、血中リン含
有量の上昇、肝臓重量及び腎臓重量の増加がみられなかった。 3) 

・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： PNEC=0.004mg/L（根拠：21d-NOEC（オオミジンコ繁殖阻害）=0.4mg/L、アセスメント係数 100）2)

21d-NOEC=0.4mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 2) 
96h-LC50=12.5mg/L：キンギョ（Carassius auratus）2) 
24h-LC50=14.2mg/L：アルテミア属の一種（Artemia salina） 2) 
48h-EC50=53mg/L：緑藻類（Scenedesmus subspicatus）生長阻害 2) 

・規 制 ：  
 ［化管法］  法第 2条第 2項、施行令（平成 20年 11月 21日改正前）第 1条別表第 1、第一種指定化学物質（224

1,3,5-トリメチルベンゼン） 
法第 2条第 2項、施行令（平成 20年 11月 21日改正後）第 1条別表第 1、第一種指定化学物質（297
1,3,5-トリメチルベンゼン） 

 
参考文献 

1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省広報（昭和 56年
12月 25日）(1981) 

2) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価第 7巻(2009) 
3) 独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）、化学物質の初期リスク評価書(2008) 
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[14] ビス(1-メチル-1-フェニルエチル)=ペルオキシド（CAS登録番号：80-43-3） 
【平成 21年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

化審法 

第二種監視化学物質及び第三種監視化学物質であり、第二種特定化学物質への指定を検討する必要があ

るため。 

化管法 

化管法の施行状況について検討を加えるに当たり、現在対象とされていない※が一定の有害性が認めら

れる物質について、その環境残留状況を確認するため。 

※要望当時（平成 20年 11月 21日の政令改正に伴い、第一種指定化学物質に指定） 

環境リスク初期評価 

生態リスク初期評価を行ったところ、ばく露情報が不十分でリスクの判定が行えなかったが、本物質は

優先的に評価を行うべきであると指摘されているため。 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について本調査としては平成 21年度が初めての調査であり、22地点を調査し、検出下限値 7ng/Lに

おいて 22地点全てで不検出であった。 

○ビス(1-メチル-1-フェニルエチル)=ペルオキシドの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

H21 0/66 0/22 nd 7 

 

【参考：ビス(1-メチル-1-フェニルエチル)=ペルオキシド】 
 
・用 途 ： スチレンの重合開始剤、ポリエチレン、エチレンプロピレン共重合体、エチレンプロピレンジ

エン共重合体など各種オレフィンポリマー、コポリマーや合成ゴムの架橋剤、不飽和ポリエス

テル樹脂の加熱成形用硬化剤、さらにはポリマーの難燃助剤として使用されている。 v) 
・生産量・輸入量 ： 平成 18（2006）年度：製造・輸入 1,857t（化審法監視化学物質届出結果公表値）1) 

平成 19（2007）年度：製造・輸入 2,642t（化審法監視化学物質届出結果公表値）1) 
平成 20（2008）年度：製造・輸入 2,575t（化審法監視化学物質届出結果公表値）1) 

・PRTR集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 難分解性（試験方法：標準法（試験期間 4週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）、分解

度：0%（BOD）及び 0%（HPLC）） 2) 
・濃 縮 性 ： 低濃縮性（コイ BCF：137～1,470（0.010mg/L、8週間）、181～667（0.001mg/L、8週間）） 2)

・媒体別分配予測 ： 水質 3.2%、底質 55.9%、大気 0.3%、土壌 40.6% ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=2,000mg/kg超：ラット（経口） ix) 

LD50=4,100mg/kg：ラット（経口） vi) 
LD50=5,000mg/kg：マウス（経口） vi) 

・反復投与毒性等 ： 無影響量=60mg/kg/日：28日間反復強制経口投与した Sprague-Dawley系ラット(Crj:CD(SD)IGS)
において、200mg/kg/日で認められた雌雄での流涎、雄での好中球比率の高値、雌での肝臓相対
重量の高値、肝細胞の肥大（小葉中心性）が 60mg/kg/日で認められなかった。3) 

・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 21d-NOEC=0.12mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 iv) 

48h-EC50=0.26mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）急性遊泳阻害 iv) 
96h-LC50=0.47mg/L：メダカ（Oryzias latipes） iv) 
72h-NOEC=2.1mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 iv) 
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・規 制 ：  
 ［化審法］  法第 2条第 5項、第二種監視化学物質（875 ビス(1-メチル-1-フェニルエチル)=ペルオキシド） 

法第 2条第 6項、第三種監視化学物質（7 ビス(1-メチル-1-フェニルエチル)=ペルオキシド） 
 ［化管法］  法第 2条第 2項、施行令（平成 20年 11月 21日改正後）第 1条別表第 1、第一種指定化学物質（330

ビス(1-メチル-1-フェニルエチル)=ペルオキシド） 

 
参考文献 

1) 化審法監視化学物質届出結果公表値 
2) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省広報（昭和 60年

12月 28日）(1985) 
3) 国立医薬品食品衛生研究所総合評価研究室、既存化学物質毒性データベース 
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[15] ヒドロキノン（CAS登録番号：123-31-9） 
【平成 21年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

環境リスク初期評価 

生態リスク初期評価を行ったところ、ばく露情報が不十分でリスクの判定が行えなかったが、本物質は

優先的に評価を行うべきであると指摘されているため。 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について 23地点を調査し、検出下限値 1.5ng/Lにおいて 23地点全てで検出され、検出濃度は 3.5～

75ng/Lの範囲であった。平成 8年度には 56地点を調査し、検出下限値 360ng/Lにおいて 56地点全てで不

検出であった。ただし、設定した検出下限値未満ながら、検出を示唆する報告もあった。 

平成 21年度及び平成 8年度に同一地点で調査を行った 17地点では、平成 8年度に不検出であり、平成

21年度に検出下限値を下げて測定し過年度調査の検出下限値と同程度かそれ以下の濃度で検出された。 

○ヒドロキノンの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

H8 0/168 0/56 nd 360 水質 
（ng/L） H21 69/69 23/23 3.5～75 1.5 
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○過去に同一地点で行われた調査結果との比較 

水質 

地点 実施年度 測定値（ng/L） 報告時検出下限値

（ng/L） 
H8 nd nd ※90 90 

① 石狩川河口石狩河口橋（石狩市） 
H21 6.4 6.3 21 1.2 
H8 nd nd nd 87 

② 市原・姉崎海岸 H21 44 43 59 1.2 
H8 nd nd nd 250 

③ 荒川河口（江東区） H21 14 12 33 1.2 
H8 nd nd nd 250 

④ 隅田川河口（港区） H21 25 35 28 1.2 
H8 nd nd nd 120 

⑤ 多摩川河口（川崎市） H21 17 8.2 17 1.2 
H8 nd nd nd 87 

⑥ 犀川河口（金沢市） H21 50 43 7.4 1.5 
H8 nd nd nd 87 

⑦ 諏訪湖湖心 H21 5.9 4.9 4.3 1.2 
H8 nd nd nd 87 

⑧ 名古屋港 H21 5.1 6.4 4.4 1.2 
H8 nd nd nd 40 

⑨ 四日市港 H21 4.0 6.4 5.8 1.5 
H8 nd nd nd 87 

⑩ 宮津港 H21 4.7 14 7.8 1.2 
H8 nd nd nd 80 

⑪ 大和川河口（堺市） H21 23 58 34 1.2 
H8 nd nd nd 360 

⑫ 大阪港 H21 24 9.7 8.4 1.2 
H8 ※46 ※39 nd 30 

⑬ 姫路沖 
H21 44 75 54 1.2 
H8 nd nd nd 87 

⑭ 神戸港中央 H21 3.5 3.9 3.6 1.2 
H8 nd nd nd 80 

⑮ 水島沖 H21 50 16 11 1.2 
H8 nd nd nd 87 

⑯ 徳山湾 H21 21 20 16 1.2 
H8 nd nd nd 87 

⑰ 伊万里湾 H21 6.8 7.1 67 1.2 
（注 1）※：参考値（各地点での報告時検出下限値以上、検出下限値未満） 

なお、姫路沖では、平成 8年度に統一の下限値未満ながら当該地点における報告時検出下限値以上の濃度で検
出されており、平成 21年度は平成 8年度と同程度の濃度で検出された。 

 

【参考：ヒドロキノン】 
 
・用 途 ： 写真現像薬が主用途で、感光核の臭化銀を銀に還元する作用により、p-メチルアミノフェノー

ルと併用して使用する。ゴム薬品、染料中間物、有機合成（アブロール）還元剤、メトールの

原料、有機化合物の重合防止 v) 
・生産量・輸入量 ： 平成 15年（2003年）：製造 10,000t（推定）、輸入 1,003t（ヒドロキノン（キノール）および

その塩） v) 
平成 16年（2004年）：製造 10,000t（推定）、輸入 928t（ヒドロキノン（キノール）およびそ
の塩） v) 
平成 17年（2005年）：製造 10,000t（推定）、輸入 794t（ヒドロキノン（キノール）およびそ
の塩） v) 
平成 18年（2006年）：製造 10,000t（推定）、輸入 671t（ヒドロキノン（キノール）およびそ
の塩） v) 
平成 19年（2007年）：製造 10,000t（推定）、輸入 670t（ヒドロキノン（キノール）およびそ
の塩） v) 
平成 20年（2008年）：製造 10,000t（推定）、輸入 535t（ヒドロキノン（キノール）およびそ
の塩） v) 
「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」によると平成 19年度（2007年度）における「ジ
ヒドロキシベンゼン」としての製造量及び輸入量は 10,000～100,000t未満とされている。 1) 
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・PRTR集計排出量 ： PRTR集計結果（kg/年）iv) 

届出排出量集計値 
年度

大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 
届出外排出量 
推計値 排出量合計

2001 39 20,455 0 0 20,494 16,148 36,642
2002 41 4,276 0 0 4,318 15,313 19,631
2003 130 5,293 0 0 5,423 9,383 14,806
2004 62 4,511 0 0 4,574 11,032 15,606
2005 60 4,389 0 0 4,449 26,651 31,100
2006 60 4,035 0 0 4,095 33,268 37,363
2007 56 4,191 0 0 4,247 40,320 44,567
2008 119 3,135 0 0 3,254 14,169 17,423

・分 解 性 ： 良分解性（試験方法：標準法（試験期間 2週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）、分解
度：70%（BOD）、95.0%（TOC）及び 97.2%（UV-VIS）） 2) 

・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 17.5%、底質 0.2%、大気 0.0009%、土壌 82.3% ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=42mg/kg：ネコ（経口） 3) 

LD50=200mg/kg：ウサギ（経口） 3) 
LD50=200mg/kg：イヌ（経口） 3) 
LD50=245mg/kg：マウス（経口） 3) 
LD50=298～1,300mg/kg：ラット（経口） 5) 
LD50=300mg/kg：ハト（経口） vi) 
LD50=550mg/kg：モルモット（経口） 3) 

・反復投与毒性等 ： 「無毒性量等（経口）」=1.5mg/kg/日（根拠：NOAEL=15mg/kg/日、試験期間が短いことから
10で除した。）NOAEL=15mg/kg/日：交尾前 10週から交尾期、授乳期を通して強制経口投与し
た二世代試験の結果、Sprague-Dawleyラット（雌雄）において、50mg/kg/日で認められた F0の
雄 1匹での軽度の振戦、並びに F1の雄での 30、32、35週目の体重の低位及び用量に依存した
体重増加の有意な抑制が、15mg/kg/日でそれぞれ認められなかった。 3) 
NOAEL=14mg/kg/日：13週間経口投与した Sprague-Dawleyラットにおいて、自発運動の低下、
振戦がみられなかった。 5) 

・発 が ん 性 ： IARC評価：グループ 3（ヒトに対する発がん性について分類できない。） 6) 
・生 態 影 響 ： PNEC=0.000070mg/L（根拠：24h-LC50（ホウネンエビ科の一種）=0.07mg/L、アセスメント係数 1,000）

3) 
72h-NOEC=0.0015mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 iv) 
21d-NOEC=0.0029mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 iv) 
96h-LC50=0.044mg/L：ファットヘッドミノー（Pimephales promelas）3) 
48h-EC50=0.061mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）急性遊泳阻害 iv) 
24h-LC50=0.07mg/L：ホウネンエビ科の一種（Streptocephalus rubricaudatus） 3) 
24h-LC50=0.24mg/L：ツボワムシ（Brachionus calyciflorus） 3) 
3h-遊泳細胞の停止=0.610mg/L：緑藻類（Dunaliella salina） 4) 

・規 制 ：  
 ［化審法］  法第 2条第 5項、第二種監視化学物質（1072 ヒドロキノン） 
 ［化管法］  法第 2条第 2項、施行令（平成 20年 11月 21日改正前）第 1条別表第 1、第一種指定化学物質

（254 ヒドロキノン） 
法第 2条第 2項、施行令（平成 20年 11月 21日改正後）第 1条別表第 1、第一種指定化学物質
（336 ヒドロキノン） 

 ［大防法］  法第 2条第 9項、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（平成 22年中央環境審議会答
申）（172 ヒドロキノン） 

 
参考文献 

1) 経済産業省、「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」（平成 19年度実績調査の確報値）
（平成 22年 1月 28日）(2010年) 

2) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省広報（昭和 50年
8月 27日）(1975) 

3) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価第 5巻(2006) 
4) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価第 2巻(2003) 
5) 独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）、化学物質の初期リスク評価書 
6) International Agency for Research on Cancer (IARC),IARC Monographs, 15, supplement 7, 64(1987) 
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[16] 2-ブテナール（CAS登録番号：4170-30-3） 
【平成 21年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

環境リスク初期評価 

生態リスク初期評価を行ったところ、ばく露情報が不十分でリスクの判定が行えなかったが、本物質は

優先的に評価を行うべきであると指摘されているため。 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について 23地点を調査し、検出下限値 12ng/Lにおいて 23地点中 20地点で検出され、検出濃度は

250ng/Lまでの範囲であった。平成 7年度には 11地点を調査し、検出下限値 2,000ng/Lにおいて 11地点全

てで不検出であった。昭和 62年度には 25地点を調査し、検出下限値 800ng/Lにおいて 25地点全てで不検

出であった。 

平成 21年度に調査を行った地点のうち、平成 7年度及び昭和 62年度に同一地点で調査を行った 3地点、

平成 7年度に同一地点で調査を行った 5地点並びに昭和 62年度に同一地点で調査を行った 3地点の計 11

地点では、平成 7年度及び昭和 62年度に不検出であり、平成 21年度に検出下限値を下げて測定し過年度

調査の検出下限値と同程度かそれ以下の濃度で検出された。 

○2-ブテナールの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

S62 0/75 0/25 nd 800 
H7 0/33 0/11 nd 2,000 水質 

（ng/L） H21 56/69 20/23 nd～250 12 
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○過去に同一地点で行われた調査結果との比較 

水質 

地点 実施年度 測定値（ng/L） 報告時検出下限値

（ng/L） 
H7 nd nd nd 2,000 

① 石狩川河口石狩河口橋（石狩市) 
H21 36 31 61 1.0 
H7 nd nd nd 1,900 

② 荒川河口（江東区） H21 250 120 110 1.0 
H7 nd nd nd 1,900 

③ 隅田川河口（港区） H21 77 90 110 1.0 
S62 nd nd nd 500 

④ 多摩川河口（川崎市） H21 75 130 120 1.0 
S62 nd nd nd 500 
H7 nd nd nd 2,000 ⑤ 犀川河口（金沢市） 
H21 12 19 15 2.7 
H7 nd nd nd 1,900 

⑥ 諏訪湖湖心 H21 220 210 210 1.0 
S62 nd nd nd 500 
H7 nd nd nd 1,900 ⑦ 名古屋港 
H21 83 84 69 1.0 
S62 nd nd nd 500 

⑧ 琵琶湖唐崎沖中央 H21 80 100 130 1.0 
H7 nd nd nd 1,900 

⑨ 大和川河口（堺市） H21 63 45 60 1.0 
S62 nd nd nd 500 
H7 nd nd nd 2,000 ⑩ 神戸港中央※ 
H21 57 71 49 1.0 
S62 nd nd nd 500 

⑪ 徳山湾 H21 100 110 94 1.0 
（注）※：昭和 62年度は兵庫県による調査結果 

 

【参考：2-ブテナール】 
 
・用 途 ： クロトンアルデヒド（trans-体）の主な用途は、ブタノール、クロトン酸、ソルビン酸などの各

種化学品及び医薬品原料とされている。 1) 
・生産量・輸入量 ： 平成 15年（2003年）：生産量約 16,000t（推定）（但し、trans-体） 1) 

平成 16年（2004年）：生産量約 16,000t（推定）（但し、trans-体） 1) 
OECD に報告している本物質の生産量は 1,000～10,000t 未満である。1) 

・PRTR集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 良分解性（試験方法：標準法（試験期間 4週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）、分解

度：83%及び 39%（TOC）、83%及び 80%（TOC、培養開始 1日後に pHを 7.0に調整）、100%
及び 100%（HPLC）並びに 100%及び 100%（HPLC、培養開始 1日後に pHを 7.0に調整）、被
験物質は（汚泥+被験物質）系でクロトン酸に変化するが、pH を中性付近に調整し、汚泥の活
性を維持することにより生成したクロトン酸は生分解された。） 2) 

・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 46.8%、底質 0.09%、大気 1.2%、土壌 51.9% ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=80mg/kg：ラット（経口） 1) 

LD50=104mg/kg：マウス（経口） 1) 
LC50=200mg/m3：ラット（吸入 2時間) 1) 
LC50=300mg/m3：ラット（吸入 4時間)  1) 
LC50=580mg/m3：マウス（吸入 2時間)  1) 
LC50=1,100mg/m3：ラット（吸入 60分間） 1) 
LC50=1,700mg/m3：ラット（吸入 30分間） 1) 
LC50=2,400mg/m3：ラット（吸入 15分間） 1) 
LC50=4,000mg/m3：ラット（吸入 30分間） 1) 
LC50=4,800mg/m3：ラット（吸入 10分間） 1) 
LC50=9,600mg/m3：ラット（吸入 5分間） 1) 
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・反復投与毒性等 ： 「無毒性量等（経口）」=0.2mg/kg/日（根拠：LOAEL=2mg/kg/日、LOAEL であることから 10

で除した。）LOAEL=2mg/kg/日：本物質の trans-体を 113 週間飲水投与した結果、Fischer344
ラット（雄）において、肝腫瘍の前病変と考えられる変異肝細胞巣の発生に有意な増加を認め

た。1) 
「無毒性量等（吸入）」=0.15mg/m3（根拠：LOAEL=1.5mg/m3、LOAEL であることから 10 で
除した。）LOAEL=1.5mg/m3：本物質の trans-体を 104週間（6時間/日、5日/週）吸入暴露した
Fischer344 ラット（雌雄）において、雄の鼻腔では呼吸上皮の炎症と扁平上皮化生及び嗅上皮
の呼吸上皮化生が増加し、雌の鼻腔では呼吸上皮の扁平上皮化生が増加、甲状腺 C細胞が減少
した。 1) 

・発 が ん 性 ： IARC評価：グループ 3（ヒトに対する発がん性について分類できない。） 4) 
・生 態 影 響 ： PNEC=0.00020mg/L（根拠：21d-NOEC（オオミジンコ繁殖阻害）=0.02mg/L、アセスメント係数

100） 1) 
21d-NOEC=0.020mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 1) 
72h-NOEC=0.042mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 1) 
96h-LC50=0.072mg/L：メダカ（Oryzias latipes） 1) 
48h-EC50=1.0mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）急性遊泳阻害 1) 
46h-EC50=800mg/L：テトラヒメナ属の一種（Tetrahymena pyriformis）個体群成長・増殖 3) 

・規 制 ：  
 ［化管法］  法第 2条第 2項、施行令（平成 20年 11月 21日改正後）第 1条別表第 1、第一種指定化学物質

（375 2-ブテナール） 
 ［大防法］  法第 2条第 9項、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（平成 22年中央環境審議会答

申）（195 2-ブテナール） 

 
参考文献 

1) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価第 5巻(2006) 
2) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省広報（昭和 62年

12月 28日）(1987) 
3) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価第 2巻(2003) 
4) International Agency for Research on Cancer (IARC),IARC Monographs, 63, 373(1995) 
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[17] 2-メチル-N-[4-ニトロ-3-(トリフルオロメチル)フェニル]プロパンアミド （別名：フルタミ
ド）（CAS登録番号：13311-84-7） 

【平成 21年度調査媒体：水質】 
 

・要望理由 

ExTEND2005 

ExTEND2005※を実施する上で、ばく露情報等が不足しているため。 

※要望当時（平成 22年 7月に ExTEND2010を公表） 

 

・調査内容及び結果 

＜水質＞ 

水質について本調査としては平成 21年度が初めての調査であり、27地点を調査し、検出下限値 0.094ng/L

において 27地点中 1地点で検出され、検出濃度は 0.56ng/Lまでの範囲であった。 

○2-メチル-N-[4-ニトロ-3-(トリフルオロメチル)フェニル]プロパンアミド （別名：フルタミド）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

H21 3/81 1/27 nd～0.56 0.094 

 

【参考：2-メチル-N-[4-ニトロ-3-(トリフルオロメチル)フェニル]プロパンアミド （別名：フルタミド）】 
 
・用 途 ： 前立腺癌治療薬 1) 
・生産量・輸入量 ： 不詳 
・PRTR集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 9.3%、底質 0.7%、大気 0.002%、土壌 90.0% ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=787mg/kg:ラット（経口） vi) 

LD50=2,000mg/kg超:イヌ（経口） vi) 
・反復投与毒性等 ： 不詳 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 不詳 
 

 
参考文献 

1) 薬事法第 14条の 4第 6項、施行規則第 63条第 2項 9号に規定された医薬用医薬品添付文書 
「オダイン錠 125mg」、「フルタミド錠 125「KN」」及び「フルタミド錠 125mg「マイラン」」
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●参考文献（全物質共通） 
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(http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/) 

ii) 環境省環境保健部環境安全課、｢化学物質と環境｣指定化学物質等検討調査 
(http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/) 

iii) 環境省環境保健部環境安全課、｢内分泌攪乱化学物質問題検討会｣資料 
(http://www.env.go.jp/chemi/end/index2.html) 

iv) 環境省、生態影響試験結果一覧（平成 22年 3月版）(2010) 
(http://www.env.go.jp/chemi/sesaku/seitai.html) 

v) 化学工業日報社、15710の化学商品(2010)、15509の化学商品(2009)、15308の化学商品(2008)、15107の化学商品(2007)、
14906の化学商品(2006)及び 14705の化学商品(2005) 

vi) U.S. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
(RTECS) Database (http://ccinfoweb.ccohs.ca/rtecs/search.html) 

vii) PRTR法指定化学物質有害性データ 
(http://www.env.go.jp/chemi/prtr/db/db.php3) 

viii) U.S. EPA, Estimation Programs Interface (EPI) Suite v4.0 (http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuitedl.htm)におけ
る Level III Fugacity Model 

ix) 国立医薬品食品衛生研究所、既存化学物質毒性データベース 
(http://dra4.nihs.go.jp/mhlw_data/jsp/SearchPage.jsp) 

x) U.S. EPA, Integrated Risk Information System (IRIS) 
(http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm) 

 

 


